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特集①【富士山東泉院の秘宝―六所家総合調査速報展②―】

　富士山東泉院と六所家旧蔵資料の概要   大高　康正（ 1 ）

特集②【平成23年度　特別調査概報】

　富士山東泉院領に暮らす人々   菊池　邦彦（11）

　護持院隆光と月輪院精海   大高　康正（22）

金　剛　線

　六所家旧蔵資料に伝わる金剛線。金剛線とは「五

智を表示する白赤黄青黒の五色の糸をより合せて

作った紐で、灌
かん

頂
じょう

の時、受者に授与し左臂
ひじ

にかけ

るので臂線（ひせん）ともいう」（『密教辞典』）。

　旧東泉院に伝来する金剛線は、歴代住持が灌頂

の際に授与されたものと思われる。特定の人物を

比定することはできないが、近世後期頃のものと

推定する。
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特
集
①
富
士
山
東
泉
院
の
秘
宝
―
六
所
家
総
合
調
査
速
報
展
②
―

富
士
山
東
泉
院
と
六
所
家
旧
蔵
資
料
の
概
要

大
高　

康
正　

一
　
は
じ
め
に

　

六ろ
く

所し
ょ

家
は
富
士
市
今
泉
八
丁
目
に
位
置
す
る
旧
家
で
、
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
政

策
に
よ
っ
て
還
俗
す
る
ま
で
は
、
富ふ

士じ

山さ
ん

東と
う

泉せ
ん

院い
ん

と
い
う
寺
院
を
営
ん
で
い
た
。
六
所
家

の
土
蔵
は
旧
東
泉
院
の
宝
蔵
と
し
て
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
（
石
川
薫
「
六
所
邸
建
物
の
現
状
に
つ
い
て
」
参
照
、『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』

二
号
）、
こ
の
土
蔵
を
中
心
に
伝
来
し
た
六
所
家
旧
蔵
資
料
は
、
郷
土
の
歴
史
・
文
化
を

解
明
す
る
た
め
、
大
変
貴
重
な
資
料
群
で
あ
る
。

　

六
所
家
旧
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
自
体
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
は
い
た
。
既

に
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
十
月
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
調
査
官
が
こ
の
地
域
を

訪
れ
、
そ
の
際
に
採
録
し
た
史
料
は
、
六
所
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
「
六
所
文
書
」
と
、

明
治
時
代
初
期
に
六
所
家
旧
蔵
資
料
か
ら
分
離
し
た
と
思
わ
れ
る
富
知
六
所
浅
間
神
社
所

蔵
「
富
士
六
所
浅
間
社
文
書
」
と
し
て
、
翌
年
三
月
に
影
写
本
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
際
に
採
録
さ
れ
た
点
数
は
、
中
世
・
近
世
初
期
の
文
書
を
中
心
と
す
る
「
六

所
文
書
」
十
一
点
、「
富
士
六
所
浅
間
社
文
書
」
十
八
点
で
あ
り
、そ
の
他
は
永
禄
三
年
（
一

五
六
〇
）
編
の
奥
書
を
も
つ
「
富
士
山
大
縁
起
」
一
点
の
み
で
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
で
は
「
富
士
山
大
縁
起
」
の
騰
写
本
を
翌
年
九
月
に
作
成
し
た
が
、
そ
の
後
こ
の
騰

写
本
の
「
巻
首
一
葉
」
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、改
め
て
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

に
六
所
国
四
郎
氏
よ
り
原
本
を
借
用
し
、
影
写
本
を
作
成
し
て
い
る
。
現
在
も
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
に
て
、「
六
所
文
書
」
と
「
富
士
六
所
浅
間
社
文
書
」
の
影
写
本
、「
巻
首
一

葉
」
を
欠
い
て
い
る
「
富
士
山
大
縁
起
」
の
騰
写
本
、
欠
落
部
分
の
な
い
「
富
士
山
大
縁

起
」
の
影
写
本
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
昭
和
七
～
十
六
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
静
岡
県
史
料
』
や
、
平
成
二
～

十
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
静
岡
県
史
』
の
両
編
纂
事
業
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
状

況
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
次
頁
〈
表
1
〉
に
『
静
岡
県
史
料
』
お
よ
び
『
静
岡
県
史
』

資
料
編
中
世
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
東
泉
院
関
係
文
書
を
ま
と
め
た
が
、
こ
の
中
で
項
目
に

着
色
を
し
て
い
る
文
書
は
富
知
六
所
浅
間
神
社
所
蔵
の
も
の
で
（
現
在
、
未
確
認
の
分
も

含
む
）、
無
色
の
項
目
は
六
所
家
旧
蔵
資
料
に
伝
来
す
る
も
の
と
な
る
。
六
所
家
旧
蔵
資

料
の
中
世
文
書
に
つ
い
て
は
、『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』
九
号
の
湯
之
上
隆
氏
の
論

考
（「
六
所
家
旧
蔵
中
世
文
書
の
紹
介
」）
で
、
活
字
翻
刻
を
含
め
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
つ
ま
り
は
こ
れ
ま
で
六
所
家
旧
蔵
資
料
の

全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
機
会
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

六
所
家
か
ら
資
料
の
寄
贈
を
受
け
た
富
士
市
で
は
、
平
成
十
七
・
十
八
年
度
に
ま
ず
資

料
の
分
類
・
基
礎
整
理
を
実
施
し
た
が
、
概
算
で
お
よ
そ
四
万
点
と
い
う
資
料
の
総
数
、

お
よ
び
そ
の
豊
富
な
内
容
か
ら
、
学
術
的
な
総
合
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

　

そ
の
た
め
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
新
た
に
六
所
家
総
合
調
査
委
員
会
を
組
織
し
、
富
士

市
立
博
物
館
を
中
心
に
整
理
・
調
査
事
業
に
着
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
委
員
会
は

兼
務
を
含
め
て
、
古
文
書
、
書
画
（
美
術
工
芸
）、
富
士
山
信
仰
、
民
俗
、
埋
蔵
文
化
財
、

建
造
物
の
各
班
に
よ
る
調
査
体
制
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
調
査
の
成
果
に
つ
い
て

は
、
年
二
回
刊
行
の
本
誌
、『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』（
富
士
市
立
博
物
館
、
富
士
市

教
育
委
員
会
等
に
て
無
料
配
布
）等
で
適
宜
発
信
し
て
い
る
。『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』

は
、
富
士
市
立
博
物
館
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
既
出
号
を
全
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
（http://m

useum
.city.fuji.shizuoka.jp/hp/report/index.htm

l

）。
ま
た
年
一

回
刊
行
の
富
士
市
立
博
物
館
『
館
報
』
に
て
、
当
該
年
度
の
調
査
の
概
要
や
総
合
調
査
委

員
会
の
実
施
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
の
で
、
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

六
所
家
旧
蔵
資
料
は
、
か
つ
て
富
士
市
今
泉
に
存
在
し
て
い
た
東
泉
院
と
い
う
ひ
と
つ

の
寺
院
の
寺
史
を
解
明
す
る
の
み
に
留
ま
ら
な
い
大
き
な
学
術
的
価
値
を
も
っ
た
資
料
群

で
あ
る
。
大
き
く
江
戸
時
代
以
前
（
中
世
・
近
世
）
の
富
士
山
東
泉
院
に
関
す
る
資
料
群

と
、
明
治
時
代
以
降
（
近
代
）
の
六
所
家
に
関
わ
る
資
料
群
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
東
泉
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院
に
関
わ
る
資
料
群
は
、
さ
ら
に
中
世
・
近
世
の
文
書
類
、
聖

し
ょ
う

教ぎ
ょ
う

類
、
美
術
工
芸
品
の
三

種
類
に
大
別
が
で
き
、
こ
う
し
た
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
と
は
学
術
的

に
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
整
理
・
活
用
に
は
大
き
な
責
任
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
以
下
の
点
で
有
意
義
な
資
料
と
言
い
得
る
。

① 

現
在
ま
で
詳
細
な
研
究
が
な
い
富
士
山
東
泉
院
と
い
う
密
教
寺
院
の
寺
院
史
の
解
明
。

② 

東
泉
院
が
支
配
し
て
い
た
朱
印
領
の
村
々
の
支
配
の
実
態
、
お
よ
び
そ
の
歴
史
。

③ 

寺
院
社
会
史
研
究
に
お
け
る
中
央
の
寺
院
と
、
東
泉
院
の
よ
う
な
地
方
の
朱
印
領
を
も

っ
た
寺
院
と
の
関
係
性
を
検
討
す
る
事
例
。

④ 

近
代
以
降
、
地
域
の
名
家
で
あ
っ
た
六
所
家
の
生
活
の
記
録
。

　

富
士
市
は
、江
戸
時
代
に
特
定
の
大
名
家
が
一
括
し
て
支
配
し
て
い
た
地
域
で
は
な
い
。

市
域
の
村
々
は
譜
代
大
名
や
旗
本
、
代
官
な
ど
多
く
の
家
々
に
分
散
さ
れ
て
支
配
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
た
め
に
ひ
と
つ
の
地
区
、
町
・
村
々
の
支
配
の
実
態
を
長
期
的
な
ス
パ
ン
で

解
明
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
。
し
か
し
、
東
泉
院
は
寺
院
で
あ
り
な
が
ら
、
朱
印
領
の

支
配
を
認
め
ら
れ
た
御ご

朱し
ゅ

印い
ん

寺で
ら

で
あ
る
。
こ
の
朱
印
領
に
含
ま
れ
る
村
々
は
、
近
世
に
一

貫
し
て
東
泉
院
が
領
主
と
な
っ
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
村
々
の
歴
史
の
推
移
、
支
配
の
実
態

を
編
年
的
に
確
認
で
き
る
資
料
群
と
な
る
。
六
所
家
旧
蔵
資
料
の
解
明
に
よ
り
、
新
た
な

富
士
市
の
歴
史
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　

六
所
家
旧
蔵
資
料
に
関
す
る
調
査
が
進
展
し
て
い
く
中
で
、
当
初
の
予
想
を
超
え
る
多

彩
な
内
容
を
も
っ
た
資
料
群
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
聖
教
類
の
資
料
の
充
実
が
あ
げ
ら
れ
る
。
聖
教
と
は
、「
釈
尊
の
教
え
。

仏
の
お
し
え
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
が
、
仏
教
の
経
典
を
尊

称
し
た
言
葉
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
六
所
家
旧
蔵
資
料
の
聖
教
類
に
は
、
東
泉
院

と
い
う
寺
院
の
存
在
を
確
認
で
き
る
中
世
後
期
よ
り
も
さ
ら
に
遡
る
時
期
の
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る
（
阿
部
泰
郎
「
東
泉
院
聖
教
の
復
元
と
『
秘
密
源
底
口
決
』
の
発
見
」
参
照
、『
六

所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』
五
号
）。
つ
ま
り
は
、
東
泉
院
の
歴
代
住
持
が
入
寺
前
に
研
鑽

し
て
い
た
醍
醐
寺
や
高
野
山
な
ど
と
い
っ
た
中
央
の
本
寺
格
の
寺
院
に
お
い
て
、
師
か
ら

相
承
し
た
、
あ
る
い
は
収
集
し
た
聖
教
類
が
、
複
雑
な
伝
来
過
程
を
経
て
、
今
こ
う
し
て

〈表 1〉『静岡県史料』および『静岡県史』資料編中世に掲載される東泉院関係文書
番号 史　料　名 年 月 日　 西暦 文　　書　　名 出　　　典 備　　　考

1 今川氏親書状 4・10 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-925号
2 今川氏輝判物 天文4・7・17 1535 六所文書 『静岡県史』資料編7-1346号
3 今川義元判物 天文16・8・19 1547 六所文書 『静岡県史』資料編7-1854号
4 今川義元朱印状（折紙） 天文21・2・7 1552 六所文書 『静岡県史』資料編7-2104号
5 今川義元朱印状 弘治2・6・21 1556 六所家蔵旧東泉院文書 『静岡県史』資料編7-2345号
6 今川氏真朱印状（折紙） 永禄元・12・17 1558 六所文書 『静岡県史』資料編7-2668号
7 今川氏真判物 永禄2・4・14 1559 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-2685号
8 今川氏真朱印状 永禄4・3・5 1561 六所家蔵旧東泉院文書 『静岡県史』資料編7-2890号 六所家旧蔵資料は写文書。
9 今川氏真朱印状（切紙） 永禄4・8・23 1561 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-2963号
10 今川氏真朱印状（折紙） 永禄5・5・14 1562 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3038号
11 今川氏真朱印状 永禄5・9・4 1562 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3075号
12 今川氏真判物 永禄5・12・20 1562 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3104号
13 今川氏真朱印状 永禄6・2・23 1563 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3108号
14 今川氏真朱印状（折紙） 永禄8・10・21 1565 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3296号
15 今川氏真朱印状（折紙） 永禄9・3・26 1566 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3319号
16 今川氏真朱印状（切紙） 永禄11・3・2 1568 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3448号
17 葛山氏元判物 永禄12・2・14 1569 六所文書 『静岡県史』資料編7-3615号
18 今川氏真判物（切紙） 永禄12・5・21 1569 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3746号
19 今川氏真書状（切紙） 10・21 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編7-3747号
20 北条氏政判物（切紙） 永禄12・11・13 1569 六所文書 『静岡県史』資料編8-106号
21 北条家朱印状写（折紙） （元亀元）6・6 1570 六所文書 『静岡県史』資料編8-218号 六所家旧蔵資料は原文書。
22 北条家朱印状写（折紙） （元亀元）6・15 1570 六所文書 『静岡県史』資料編8-223号 六所家旧蔵資料は原文書。
23 北条家朱印状写（折紙） （元亀元）8・10 1570 六所文書 『静岡県史』資料編8-243号 六所家旧蔵資料は原文書。
24 武田家朱印状 元亀3・6・10 1572 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編8-489号 六所家旧蔵資料は写文書。
25 武田勝頼判物 天正3・2・21 1575 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編8-891号 六所家旧蔵資料は写文書。
26 武田家禁制 天正3・2・21 1575 富知六所浅間神社文書 『静岡県史』資料編8-891号 六所家旧蔵資料は写文書。
27 北条家朱印状（折紙） （天正12）12・11 1584 六所文書 『静岡県史』資料編8-1764号
28 豊臣秀吉朱印状 天正18・12・28 1590 六所家蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-8頁
29 稲葉重執書状 （天正19）壬正・2 1591 浅間神社蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-16頁 富知六所浅間神社所蔵か。
30 横田村詮寺領安堵手形 慶長5・2・25 1600 浅間神社蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-17頁 富知六所浅間神社所蔵か。
31 徳川家康朱印状 慶長9・3・9 1604 六所家蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-9頁 朱印部分が裁断される。
32 井出正次書状 （慶長9）9・28 1604 浅間神社蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-19頁 富知六所浅間神社所蔵か。
33 井出正次手形 慶長9・10・13 1604 浅間神社蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-20頁 富知六所浅間神社所蔵か。
34 内田全阿弥書状 10・26 六所家蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-10頁
35 内田全阿弥定書写 慶長（10）・10・20 1605 六所家蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-11頁
36 内田全阿弥書状 12・13 浅間神社蔵旧東泉院文書 『静岡県史料』第2輯-18頁 富知六所浅間神社所蔵か。

※出典欄で『静岡県史料』と『静岡県史』ともに掲載されている文書は『静岡県史』の文書番号のみを掲載した。
※ その他の活字化されている東泉院関係文書として、「別本歴代古案十三」北条氏康書状写（『戦国遺文』後北条氏編2-1239号）、「歴代古案三」遠山康光書状写（『戦

国遺文』後北条氏編2-1240号）、「葛山文書」葛山与右兵衛尉陳状案（『静岡県史』資料編8-1780）があげられる。
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多
数
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
貴
重
な
資
料
群
を
東
泉
院
に
も
た
ら
し
た
歴

代
住
持
の
経
歴
や
事
跡
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
ま
と
め
て
み
た
い
。

二
　
富
士
山
東
泉
院
の
歴
代

▽
第
一
代
（
修
験
道
本
山
派
東
泉
院
）

【
僧
名
】
雪
山

【
出
身
】
駿
河
国
村
山
（
富
士
宮
市
）

【
没
年
】
不
明

【
経
歴
】
大
納
言
、
あ
る
い
は
頼
恵
と
名
乗
る
か
。

【
事
跡
】
今
川
義
元
よ
り
下
方
五
社
別
当
識
を
補
任
さ
れ
る
。
息
子
の
大
納
言
に
東
泉
院

跡
職
を
譲
る
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）「
富
士
山
大
縁
起
」（
冊
子
本
）を
編
纂
す
る
。

▼
歴
代
に
数
え
ず
（
修
験
道
本
山
派
東
泉
院
）

【
僧
名
】
長
仁
（
大
納
言
ヵ
）

【
出
身
】
駿
河
国
村
山
（
富
士
宮
市
）

【
没
年
】
不
明

【
経
歴
】
辻
之
坊
頼
弁
、
あ
る
い
は
東
泉
院
長
仁
と
名
乗
る
か
。

【
事
跡
】
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
二
月
二
日
に
智
勝
坊
（
快
印
）
に
東
泉
院
領
お
よ
び

下
方
五
社
別
当
職
を
譲
る
。

▽
第
二
代
（
真
言
宗
東
泉
院
中
興
第
一
世
）

【
僧
名
】
快
印
（
智
勝
坊
）

【
出
身
】
駿
河
国

【
没
年
】
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
八
月
十
五
日
（
八
〇
余
歳
）

【
師
僧
】
不
明
（
久
能
寺
快
円
ヵ
）

【
経
歴
】
前
住
は
久
能
寺
智
勝
坊
、慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
二
月
二
日
東
泉
院
に
入
寺
、

住
持
を
二
十
五
年
つ
と
め
る
。

【
事
跡
】
大
納
言
（
長
仁
）
に
饋
米
三
十
一
石
お
よ
び
金
六
両
の
謝
礼
を
払
い
、
東
泉
院

を
譲
与
さ
れ
る
。
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
六
所
浅
間
宮
宝
殿
・
拝
殿
、
東
泉
院

門
（
慶
長
門
）
を
建
立
す
る
。
大
坂
の
陣
（
慶
長
十
九
・
二
十
年
）
の
際
、
徳
川
家

康
に
見
舞
い
と
し
て
手
製
の
酢
を
献
上
し
、
以
後
吉
例
と
な
り
年
頭
に
献
上
す
る
。

酢
料
と
し
て
毎
年
御
蔵
米
五
十
石
が
下
さ
れ
、
善
徳
寺
村
百
姓
が
役
と
し
て
酢
を
江

戸
へ
運
送
し
た
（「
善
徳
寺
酢
」）。

▽
第
三
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
二
世
）

【
僧
名
】
快
温
（
俊
能
房
）

【
出
身
】
遠
江
国

【
没
年
】
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
七
月
十
六
日
（
七
〇
余
歳
）

【
師
僧
】
勝
温
（
尭
俊
房
）

【
経
歴
】
初
住
は
建
穂
寺
青
華
院
、
そ
の
後
東
泉
院
住
持
二
十
四
年
。

【
事
跡
】
東
泉
院
を
醍
醐
寺
報
恩
院
末
寺
と
す
る
。
東
泉
院
中
門
を
建
立
す
る
。

▽
第
四
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
三
世
）

【
僧
名
】
快
盛
（
尭
深
房
）

【
出
身
】
遠
江
国

【
没
年
】
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
一
月
二
日
（
五
七
歳
）

【
師
僧
】
快
温
（
俊
能
房
）

【
経
歴
】
初
住
は
大
山
住
宝
集
院
、
次
に
三
島
大
社
愛
染
院
、
そ
の
後
東
泉
院
住
持
十
五

年
。

【
事
跡
】
東
泉
院
衆
殿
を
建
立
す
る
。
元
東
泉
院
領
で
あ
っ
た
八
幡
領
を
金
八
両
で
東
泉

院
に
還
付
さ
せ
る
。

▽
第
五
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
四
世
）

【
僧
名
】
快
筭
（
甚
音
房
）
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【
出
身
】
駿
河
国

【
没
年
】
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
一
月
十
五
日
（
四
六
歳
）

【
師
僧
】
快
温
（
俊
能
房
）

【
経
歴
】
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
九
月
二
十
八
日
に
快
盛
が
隠
居
し
譲
与
、
東
泉
院
住

持
十
二
年
。

【
事
跡
】
東
泉
院
領
内
に
諸
法
度
を
出
す
。
東
泉
院
衆
殿
内
の
造
作
、
下
方
五
社
を
少
々

修
造
、
世
事
道
具
を
揃
え
る
。
善
徳
寺
酢
の
献
上
に
際
し
て
御
蔵
米
が
下
さ
れ
な
か

っ
た
。

▽
第
六
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
五
世
）

【
僧
名
】
快
真
（
甚
海
房
）

【
出
身
】
駿
河
国

【
没
年
】
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
十
一
月
二
日
（
二
六
歳
）

【
師
僧
】
快
筭
（
甚
音
房
）

【
経
歴
】
東
泉
院
住
持
二
年
。

【
事
跡
】
両
界
曼
荼
羅
・
大
師
・
明
神
・
不
動
の
図
像
、
聖
宝
之
御
影
図
を
制
作
。
出
世

諸
道
具
を
散
逸
す
る
。
寺
領
の
田
地
数
ヶ
所
を
「
俗
類
」
に
授
け
る
。

▽
第
七
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
六
世
）

【
僧
名
】
快
雅
（
松
秋
房
）

【
出
身
】
駿
河
国

【
没
年
】
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
五
月
六
日
（
三
八
歳
）

【
師
僧
】
快
筭
（
甚
音
房
）

【
経
歴
】
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
十
一
月
二
十
八
日
東
泉
院
入
寺
、
住
持
十
三
年
。
上

人
号
へ
の
昇
進
を
願
い
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
上
洛
、
醍
醐
寺
報
恩
院
大
僧
正

の
仲
介
に
て
申
請
、
綸
旨
に
よ
り
上
人
号
が
勅
許
さ
れ
る
。

【
事
跡
】
東
泉
院
台
所
・
土
蔵
を
建
立
、
出
世
諸
道
具
を
調
え
、
釈
迦
三
尊
十
六
善
神
図

を
修
復
。
将
軍
徳
川
家
綱
の
法
事
に
際
し
て
納
経
拝
礼
等
を
勤
め
る
。
流
鏑
馬
半
騎

を
買
い
求
め
る
。善
徳
寺
酢
の
献
上
に
関
し
て
幕
府
に
訴
訟
を
行
っ
て
赦
免
と
な
る
。

▽
第
八
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
七
世
）

【
僧
名
】
覚
胤
（
清
音
房
）

【
出
身
】
相
模
国

【
没
年
】
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
六
月
十
三
日
（
五
五
歳
）

【
師
僧
】
不
明

【
経
歴
】
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
八
月
五
日
東
泉
院
入
寺
、
住
持
七
年
。

【
事
跡
】
支
配
の
社
人
九
人
が
背
き
幕
府
で
訴
訟
と
な
る
が
、
以
後
も
別
当
支
配
に
従
う

こ
と
に
決
す
る
。
下
方
五
社
の
本
地
本
尊
仏
を
新
た
に
造
刻
、
六
所
宮
天
神
社
・
同

天
神
木
像
、
六
所
宮
弁
財
天
社
を
造
立
し
、
龍
宝
院
を
米
一
斗
五
升
の
役
料
で
弁
財

天
社
の
鑰
取
に
定
め
る
。
流
鏑
馬
半
騎
を
買
い
求
め
る
。
風
呂
屋
を
建
立
、
子
安
地

蔵
堂
を
修
復
、
河
原
田
を
普
請
す
る
。

▽
第
九
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
八
世
）

【
僧
名
】
圓
成
（
良
忍
房
）

【
出
身
】
紀
伊
国

【
没
年
】
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
九
月
十
八
日

【
師
僧
】
宥
専
（
高
野
山
正
智
院
）

【
経
歴
】
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
六
月
十
七
日
東
泉
院
入
寺
、
住
持
八
年
。

【
事
跡
】
東
泉
院
玄
関
・
部
屋
を
修
復
、
黒
門
・
禁
制
札
を
建
立
す
る
。
東
泉
院
の
借
金

百
五
十
両
を
返
済
す
る
。
元
禄
年
中
、
江
戸
へ
参
府
の
際
に
将
軍
徳
川
綱
吉
主
催
の

御
講
釈
に
同
席
、
綱
吉
が
護
持
院
で
能
を
見
物
し
た
際
に
も
同
席
す
る
。
東
泉
院
大

門
を
外
側
へ
七
・
八
間
程
度
出
し
、
地
形
を
二
丈
程
度
直
上
に
築
く
。
河
原
田
を
普

請
し
、
地
蔵
淵
川
添
の
新
田
三
俵
分
と
六
所
宮
鳥
居
前
新
田
を
開
発
す
る
。
六
所
宮

天
神
像
、
天
神
宮
を
修
復
、
子
安
地
蔵
堂
（
四
間
四
面
）・
庵
室
を
金
百
両
余
で
造
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替
す
る
。
金
屏
風
三
十
六
歌
仙
、
出
世
諸
道
具
を
買
い
求
め
る
。
巻
子
本
「
富
士
山

大
縁
起
」・「
富
士
山
縁
起
之
状
」・「
富
士
山
縁
起
」
を
書
写
制
作
す
る
。

▽
第
十
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
九
世
）

【
僧
名
】
精
海
（
圓
真
房
）

【
出
身
】
大
和
国
（
添
上
郡
五
条
村
）

【
没
年
】
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
十
月
十
三
日
（
五
八
歳
）

【
師
僧
】
圓
成
（
良
忍
房
）

【
経
歴
】
前
住
は
江
戸
神
田
橋
護
持
院
の
役
僧
・
月
輪
院
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
十

二
月
七
日
東
泉
院
入
寺
、
住
持
六
年
。
着
衣
二
色
（
香
衣
・
浅
黄
色
）
御
免
。
宝
永

四
年
（
一
七
〇
七
）
四
月
上
旬
に
長
崎
市
の
大
徳
寺
を
兼
帯
し
同
地
へ
赴
き
、
同
五

年
十
二
月
中
旬
に
発
病
、
同
地
で
死
去
。
墓
所
は
長
崎
市
の
延
命
寺
で
寛
雄
が
引
導

を
渡
す
。

【
事
跡
】
鍛
冶
屋
瀬
古
愛
鷹
宮
林
・
同
神
領
を
金
三
〇
両
余
で
買
い
求
め
る
。
原
田
浅
間

宮
、
今
宮
浅
間
宮
、
入
山
瀬
浅
間
宮
を
修
復
、
今
宮
拝
殿
、
愛
鷹
宮
、
六
所
宮
拝
殿
・

鳥
居
を
造
替
、
六
所
宮
を
修
復
す
る
。
東
泉
院
境
内
に
筑
波
権
現
・
稲
荷
宮
を
新
造

す
る
。
東
泉
院
境
内
の
弁
才
天
祠
を
再
建
、
子
安
地
蔵
尊
像
を
再
興
、
子
安
地
蔵
堂
・

庵
室
を
造
立
す
る
。
東
泉
院
玄
関
・
式
台
・
屋
根
・
客
殿
・
箱
棟
を
修
復
、
文
庫
・

経
蔵
を
造
替
、
東
泉
院
中
門
に
壁
を
造
立
、
屏
風
・
諸
道
具
を
買
い
求
め
る
。
境
内

雑
木
を
刈
り
杉
林
を
造
る
。
長
田
村
・
伝
法
村
内
の
田
地
を
金
二
百
両
で
買
い
求
め

る
。

▽
第
十
一
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
世
）

【
僧
名
】
光
盛
（
勧
栄
房
）

【
出
身
】
大
和
国
（
添
上
郡
六
条
村
）、
出
自
は
大
和
国
五
条
村
の
中
野
氏

【
没
年
】
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
十
月
三
日
（
七
八
歳
）

【
師
僧
】
精
海
（
圓
真
房
）

【
経
歴
】
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
十
一
月
に
東
泉
院
を
継
承
、
住
持
五
十
年
。
正
徳
元

年
（
一
七
一
一
）
御
室
仁
和
寺
最
勝
院
跡
を
兼
帯
、
色
衣
免
許
と
な
り
、
藤
色
紋
紗

の
着
衣
を
頂
戴
す
る
。
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
東
坊
城
長
誠
の
猶
子
と
な
る
。

【
事
跡
】
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
三
月
、幕
府
よ
り
富
士
山
鎮
火
の
祈
祷
が
命
じ
ら
れ
、

精
海
に
か
わ
り
光
盛
が
江
戸
へ
参
府
し
祈
祷
料
を
拝
領
す
る
。
将
軍
徳
川
綱
吉
の
法

事
に
際
し
て
納
経
拝
礼
等
を
勤
め
る
。
長
崎
延
命
寺
で
精
海
の
追
善
供
養
を
行
い
、

位
牌
・
石
塔
を
建
立
し
、
帰
途
に
高
野
山
へ
登
り
金
剛
三
昧
院
に
精
海
遺
骨
を
埋
葬

し
、
石
塔
を
金
剛
三
昧
院
墓
所
へ
建
立
す
る
。
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）・
寛
保
元

年
（
一
七
四
一
）
に
か
け
て
領
内
で
地じ

押お
し

改あ
ら
た
め（

再
検
地
）
を
実
施
す
る
。

▽
第
十
二
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
一
世
）

【
僧
名
】
賢
盛
（
智
勧
房
）

【
出
身
】
大
和
国
（
添
上
郡
北
永
井
村
）、
出
自
は
大
和
国
北
永
井
村
の
谷
口
氏

【
没
年
】
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
二
月
二
十
一
日

【
師
僧
】
光
盛
（
勧
栄
房
）

【
経
歴
】
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
十
二
月
に
光
盛
よ
り
東
泉
院
後
住
と
し
て
領
内
支
配

を
申
し
渡
さ
れ
る
が
、
当
時
病
気
で
快
気
次
第
入
寺
す
る
予
定
も
、
翌
七
年
に
死
去
。

▽
第
十
三
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
二
世
）

【
僧
名
】
覚
雅
（
勧
典
房
）

【
出
身
】
安
房
国

【
没
年
】
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
十
二
月
十
六
日
（
五
一
歳
）

【
師
僧
】
精
海
（
圓
真
房
）、
主
覚
（
海
春
房
）

【
経
歴
】
賢
盛
死
去
後
に
光
盛
に
随
う
。
光
盛
死
去
の
際
、
遺
状
を
高
野
山
南
院
に
て
開

封
す
る
と
、
後
住
は
淳
盛
に
定
め
る
と
あ
っ
た
。
し
か
し
淳
盛
は
若
年
の
た
め
も
う

数
年
高
野
山
で
修
学
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
間
覚
雅
が
住
職
を
勤
め
る
こ
と
に
決
す

る
。
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
三
月
東
泉
院
入
寺
、
住
持
七
年
。



6

▽
第
十
四
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
三
世
）

【
僧
名
】
淳
盛
（
良
勧
房
）

【
出
身
】
大
和
国
（
添
上
郡
北
永
井
村
）、
出
自
は
北
永
井
村
の
谷
口
氏

【
没
年
】
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
三
月
十
一
日
（
五
七
歳
）

【
師
僧
】
光
盛
（
勧
栄
房
）

【
経
歴
】
賢
盛
（
智
勧
房
）
の
甥
で
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
十
二
月
十
五
日
に
二
十

七
歳
で
東
泉
院
入
寺
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
ま
で
住
持
十
七
年
。

【
事
跡
】
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
よ
り
、
寺
社
奉
行
所
に
て
今
泉
村
と
の
間
に
相
論
。

そ
の
発
端
は
今
泉
村
を
知
行
所
に
し
て
い
た
巨
勢
大
和
守
と
の
間
に
、
年
始
挨
拶
の

礼
式
に
つ
い
て
。
天
明
二
年（
一
七
八
二
）の
裁
許
で
淳
盛
は
着
衣
を
剥
が
さ
れ（
脱

衣
）、
追
放
処
分
と
な
る
（
後
年
赦
免
と
な
る
が
既
に
死
去
）。
淳
盛
退
去
後
に
東
泉

院
は
醍
醐
寺
報
恩
院
末
寺
か
ら
高
野
山
宝
性
院
の
末
寺
へ
と
変
更
。

▽
第
十
五
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
四
世
）

【
僧
名
】
隆
尊
（
勧
応
房
）

【
出
身
】
武
蔵
国
（
都
築
郡
恩
田
村
）、
出
自
は
都
築
郡
恩
田
村
の
土
志
田
氏

【
没
年
】
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
一
月
二
十
一
日
（
六
二
歳
）

【
師
僧
】
興
尊
（
興
栄
山
萬
福
寺
）

【
経
歴
】
阿
闍
梨
位
。
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
二
十
三
歳
よ
り
高
野
山
で
修
学
、
そ
の

後
に
高
野
山
知
足
院
住
持
を
勤
め
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
よ
り
高
野
山
江
戸
在

番
所
に
滞
留
す
る
。
淳
盛
が
東
泉
院
を
退
寺
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
派
衆
議
中
の
推

挙
で
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
七
月
二
十
三
日
に
五
三
歳
で
東
泉
院
入
寺
、
住
持
十

年
。

【
事
跡
】
東
泉
院
庫
裏
・
米
蔵
・
長
家
を
再
建
、
御
宮
仮
殿
・
境
内
所
々
を
修
理
、
勝
手

向
諸
道
具
を
整
え
る
。

▽
第
十
六
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
五
世
）

【
僧
名
】
尊
淳
（
了
玄
房
）

【
出
身
】
武
蔵
国
（
都
築
郡
鴨
志
田
村
）、
出
自
は
都
築
郡
鴨
志
田
村
の
金
子
氏

【
没
年
】
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
十
二
月
四
日

【
師
僧
】
興
尊
（
興
栄
山
萬
福
寺
）

【
経
歴
】
前
住
は
武
蔵
国
恩
田
村
の
興
栄
山
萬
福
寺
住
持
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
五

月
東
泉
院
入
寺
、
住
持
十
二
年
。
そ
の
後
、
高
野
山
無
量
光
院
へ
移
る
か
。

【
事
跡
】
金
屏
風
・
三
十
六
歌
仙
・
飲
中
八
仙
銀
屏
風
四
双
、
そ
の
他
三
双
二
枚
の
屏
風

を
修
復
、
六
所
宮
石
燈
篭
一
対
を
建
立
、
子
安
地
蔵
堂
半
鐘
一
口
鋳
造
供
養
を
行
う
。

東
泉
院
聖
天
堂
・
客
殿
を
再
建
、
本
尊
像
・
天
尊
像
（
歓
喜
天
ヵ
）
を
造
作
、
五
社

浅
間
宮
拝
殿
・
末
社
、
東
泉
院
内
所
々
を
修
復
す
る
。
諸
道
具
類
を
年
々
調
え
る
。

▽
第
十
七
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
六
世
）

【
僧
名
】
隆
応
（
理
伝
房
）

【
出
身
】
武
蔵
国
（
都
築
郡
恩
田
村
）、
出
自
は
武
蔵
国
都
築
郡
恩
田
村
の
土
志
田
氏

【
没
年
】
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
九
月
九
日

【
師
僧
】
隆
尊
（
勧
応
房
）

【
経
歴
】
前
住
は
高
野
山
知
足
院
住
持
、そ
の
後
に
興
栄
山
萬
福
寺
留
守
居
を
勤
め
る
か
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
隆
尊
の
病
気
に
伴
い
東
泉
院
に
入
り
、
隆
尊
没
後
は
高
野

山
知
足
院
住
持
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
十
一
月
一
日
に
東
泉
院
住
持
、
住
持
五

年
。

【
事
跡
】
六
所
宮
撞
鐘
を
鋳
造
、
東
泉
院
大
玄
関
を
再
建
す
る
。

▽
第
十
八
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
七
世
）

【
僧
名
】
慈
舩
（
圓
乗
房
）

【
出
身
】
下
総
国
（
結
城
郡
結
城
西
之
宮
）、
出
自
は
結
城
西
之
宮
の
土
志
田
氏

【
没
年
】
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
月
一
日
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【
師
僧
】
隆
尊
（
勧
応
房
）

【
経
歴
】
天
明
九
年
（
一
七
八
九
）
十
一
月
に
興
栄
山
萬
福
寺
で
隆
尊
を
戒
師
に
出
家
、

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
東
泉
院
に
入
寺
す
る
尊
淳
に
従
い
東
泉
院
へ
。
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
冬
か
ら
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
か
け
て
萬
福
寺
住
持
、
寛
政

十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
高
野
山
へ
登
山
し
知
足
院
の
隆
応
の
も
と
へ
。
文
化
元
年

（
一
八
〇
四
）
十
一
月
に
高
野
山
知
足
院
住
持
、
同
三
年
（
一
八
〇
六
）
八
月
に
東

泉
院
へ
入
寺
し
兼
帯
住
持
を
七
年
つ
と
め
る
。
同
八
年
（
一
八
一
一
）
に
隠
居
。

【
事
跡
】
文
化
六
年
三
～
八
月
西
国
・
四
国
霊
場
参
詣
に
出
か
け
る
。
古
法
眼
（
狩
野
）

元
信
金
屏
風
壱
双
・
三
十
六
歌
仙
屏
風
壱
双
・
飲
中
八
仙
壱
双
、
そ
の
他
三
双
二
枚

折
二
双
の
衝
立
を
東
泉
院
居
間
に
張
り
交
ぜ
、
大
玄
関
・
使
者
間
内
玄
関
な
ど
の
座

敷
・
障
子
を
新
調
す
る
。
東
泉
院
土
蔵
・
米
蔵
・
庫
裏
・
護
摩
堂
・
聖
天
堂
・
八
幡

宮
見
物
亭
・
赤
門
桧
皮
葺
・
地
蔵
堂
、
六
所
宮
・
同
宮
拝
殿
・
御
供
所
な
ど
、
そ
の

他
下
方
五
社
の
屋
根
葺
や
修
復
を
行
う
。
門
前
通
塀
垣
所
々
を
普
請
、
常
作
事
小
屋

（
修
理
所
）
を
新
造
し
、
井
戸
積
の
た
め
伊
豆
石
七
両
分
を
調
達
す
る
。

▽
第
十
九
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
八
世
）

【
僧
名
】
義
厳
（
教
善
房
）

【
出
身
】
伊
豆
国
（
那
賀
郡
田
子
村
）、
出
自
は
那
賀
郡
田
子
村
の
土
屋
氏

【
没
年
】
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
十
一
月
五
日

【
師
僧
】
義
勧
（
本
宮
宝
幢
院
）

【
経
歴
】
初
住
は
富
士
宮
市
の
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
別
当
宝
幢
院
。
文
化
九
年
（
一
八

一
二
）
四
月
二
十
一
日
東
泉
院
入
寺
、
住
持
二
十
一
年
。

▽
第
二
十
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
十
九
世
）

【
僧
名
】
義
勝
（
明
賢
房
）

【
出
身
】
不
明

【
没
年
】
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
九
月
二
十
二
日

【
経
歴
】
前
住
は
高
野
山
か
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
九
月
五
日
に
東
泉
院
を
継
承
、

十
一
月
入
寺
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
四
月
に
隠
居
、
住
持
十
九
年
。

【
事
跡
】
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
三
月
十
一
日
、
大
御
所
徳
川
家
斉
の
法
事
に
際
し

て
納
経
拝
礼
等
を
勤
め
る
。

▽
第
二
十
一
代
（
真
言
宗
東
泉
院
第
二
十
世
）

【
僧
名
】
蘂
雄
（
探
道
房
）

【
出
身
】
出
雲
国
（
神
門
郡
知
井
宮
村
）、
出
自
は
神
門
郡
知
井
宮
村
本
郷
の
浅
津
氏

【
没
年
】
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
十
月
二
十
三
日

【
師
僧
】
定
雄
（
恵
日
山
多
福
寺
）・
純
融
（
御
室
御
所
真
乗
院
）

【
経
歴
】
初
住
（
六
～
八
歳
）
は
神
門
郡
高
岡
村
多
福
寺
で
修
学
、
続
い
て
醍
醐
寺
報
恩

院
、
御
室
仁
和
寺
真
乗
院
、
高
野
山
で
修
学
し
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
四
月
に

東
泉
院
入
寺
、
以
後
慶
応
四
年
（
一
八
六
四
）
ま
で
住
持
十
五
年
。
明
治
維
新
後
に

復
飾
し
て
六
所
良よ

し

邑さ
と

（
六
所
一
）
と
改
名
し
、
六
所
家
初
代
と
な
る
。

【
事
跡
】
東
泉
院
を
醍
醐
寺
報
恩
院
末
寺
に
戻
す
か
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
十

八
日
、
将
軍
徳
川
家
茂
が
上
洛
の
際
に
東
泉
院
を
宿
所
と
し
、
元
治
二
年
（
一
八
六

五
）
五
月
二
十
三
日
の
家
茂
再
上
洛
の
際
に
も
東
泉
院
を
宿
所
と
す
る
。

三
　
東
泉
院
境
内
の
位
置

　

東
泉
院
は
創
建
さ
れ
た
時
期
が
明
ら
か
で
な
く
、
い
つ
頃
か
ら
今
泉
八
丁
目
付
近
に
境

内
を
構
え
て
い
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。同
時
代
史
料
で
東
泉
院
が
確
認
で
き
る
初
見
は
、

四
月
十
日
付
今
川
氏
親
書
状
（
富
知
六
所
浅
間
神
社
文
書
）
で
、
東
泉
坊
が
日
吉
宮
の
造

営
を
請
け
負
っ
た
と
あ
る
も
の
で
、
こ
の
東
泉
坊
が
東
泉
院
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
今
川

氏
親
の
生
没
年
で
あ
る
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
～
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
の
間
に
は

そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

東
泉
院
は
、
第
二
代
快
印
の
時
か
ら
真
言
宗
の
密
教
寺
院
と
し
て
代
々
継
承
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
旧
境
内
地
に
現
在
も
鎮
座
す
る
日
吉
浅
間
神
社
の
「
日
吉
」
神
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の
存
在
は
、
か
つ
て
東
泉
院
が
天
台
宗
系
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
。
今
川
氏
親
の
子
息
、
義
元
の
時
代
の
東
泉
院
住
持
は
第
一
代
の
大
納
言
（
雪
山
）
で

あ
る
が
、
彼
は
富
士
山
村
山
興
法
寺
（
現
在
の
富
士
宮
市
村
山
浅
間
神
社
）
の
修
験
者
で

あ
る
大
鏡
坊
頼
秀
と
系
譜
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
興
法
寺
は
天
台
宗
系
の
修
験
道
本
山
派

聖
護
院
門
跡
（
京
都
市
）
と
の
関
係
を
も
っ
た
寺
院
で
、
東
泉
院
も
当
初
は
修
験
道
本
山

派
と
の
関
わ
り
あ
い
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
「
中
世
後
期
か
ら
近
世

初
期
に
お
け
る
東
泉
院
支
配
の
推
移
」
参
照
、『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』
七
号
）。

　

し
か
し
、
東
泉
院
が
成
立
当
初
か
ら
今
泉
八
丁
目
付
近
に
位
置
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
永
禄
元
年（
一
五
五
八
）十
二
月
十
七
日
付
今
川
氏
真
朱
印
状（
六

所
家
旧
蔵
資
料
）
で
、「
先
玉
蔵
院
」
が
下
方
五
社
領
内
の
金
剛
寺
と
玉
蔵
院
の
支
配
権

を
め
ぐ
り
東
泉
院
と
相
論
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
玉
蔵
院
の
旧
敷
地
は
、
東
泉
院
の
寺
屋

敷
を
太
原
雪
斎
が
善
得
寺
の
敷
地
と
し
て
引
入
れ
た
替
地
と
し
て
東
泉
院
に
与
え
ら
れ
た

も
の
と
あ
っ
て
、
玉
蔵
院
は
東
泉
院
が
境
内
を
構
え
て
い
た
富
士
市
今
泉
八
丁
目
に
含
ま

れ
る
場
所
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
な
る
と
東
泉
院
は
、
か
つ
て
今
泉
九
丁
目
付

近
に
あ
っ
た
善
得
寺
の
境
内
に
含
ま
れ
る
場
所
に
存
在
し
、
太
原
雪
斎
が
善
得
寺
住
持
を

勤
め
た
際
に
寺
地
を
広
げ
た
関
係
で
、
そ
の
替
地
と
な
っ
た
今
泉
八
丁
目
付
近
に
移
動
し

て
い
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

但
し
、
東
泉
院
が
永
禄
元
年
頃
に
は
既
に
今
泉
八
丁
目
付
近
に
境
内
を
構
え
て
い
て
、

そ
の
場
所
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
東
泉
院
境
内

に
つ
い
て
は
、
六
所
家
旧
蔵
資
料
に
伝
来
す
る
江
戸
時
代
の
絵
図
で
確
認
で
き
る
（
杉
山

一
弥
「
絵
図
に
み
る
東
泉
院
境
内
堂
舎
の
変
遷
」
参
照
、『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』

三
号
）。
ま
ず
境
内
の
範
囲
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
現
在
の
吉
原
公
園
と
日
吉
浅
間
神
社
の

敷
地
、
そ
し
て
六
所
邸
の
位
置
す
る
六
所
家
旧
敷
地
を
あ
わ
せ
た
範
囲
に
形
成
さ
れ
て
い

る
微
高
地
が
旧
境
内
地
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
吉
原
公
園
に
は
日
吉
浅
間
神
社
、
八
幡

神
社
が
鎮
座
し
て
お
り
（
八
幡
神
社
は
江
戸
中
期
に
は
本
堂
東
側
に
移
動
）、
現
在
の
日

吉
浅
間
神
社
が
位
置
す
る
場
所
に
は
、
東
泉
院
の
本
堂
で
あ
る
護
摩
堂
な
ど
主
要
伽
藍
が

展
開
し
、六
所
邸
の
位
置
す
る
場
所
に
は
住
持
が
日
常
生
活
す
る
本
坊
が
存
在
し
て
い
た
。

明
治
維
新
後
、
日
吉
浅
間
神
社
は
東
泉
院
の
中
心
伽
藍
の
あ
っ
た
場
所
に
移
動
し
、
東
泉

院
本
坊
の
位
置
に
は
六
所
邸
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四
　
東
泉
院
と
下
方
五
社
別
当

　

下し
も

方か
た

五ご

社し
ゃ

と
は
、
富
士
山
南
麓
の
下
方
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
に
存
在
す
る
三
日
市
場

の
富
知
六
所
浅
間
神
社
、
原
田
の
滝
川
神
社
、
今
宮
の
浅
間
神
社
、
入
山
瀬
の
浅
間
神
社
、

今
泉
の
日
吉
浅
間
神
社
の
五
つ
の
神
社
を
指
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
地
誌『
駿
河
志
料
』

に
「
当
院
（
東
泉
院
）
は
、
五
社
浅
間
別
当
に
て
、
五
社
は
、
伝
法
村
六
所
浅
間
社
、
原

田
村
浅
間
社
、
今
宮
村
浅
間
社
、
入
山
瀬
村
新
福
地
浅
間
社
、
和
田
当
院
境
内
日
吉
浅
間

社
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
東
泉
院
を
五
社
浅
間
別
当
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

五
社
別
当
と
は
、
こ
の
五
つ
の
神
社
を
管
轄
す
る
権
限
を
握
っ
て
い
た
地
位
を
示
す
。

東
泉
院
が
五
社
別
当
と
し
て
確
認
で
き
る
最
初
の
史
料
は
、
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）

八
月
十
九
日
付
今
川
義
元
判
物
（
六
所
家
旧
蔵
資
料
）
で
、
こ
の
文
書
に
は
、
天
文
六
年

（
一
五
三
七
）
の
「
河か

東と
う

一い
ち

乱ら
ん

」
に
際
し
て
、
大
納
言
（
雪
山
）
は
人
質
と
し
て
北
条
氏

側
に
捕
ら
え
ら
れ
る
が
、計
略
に
よ
っ
て
逃
れ
、そ
の
後
は
今
川
氏
の
本
拠
地
の
駿
府
（
静

岡
市
）
で
奉
公
し
て
い
た
と
あ
る
。
こ
の
文
書
で
大
納
言
は
今
川
氏
よ
り
五
社
別
当
職
を

与
え
ら
れ
た
文
書
を
「
去
年
、
当
府
千
灯
院
に
お
い
て
焼
失
」
し
た
と
述
べ
て
お
り
、
大

納
言
の
今
川
氏
へ
の
奉
公
は
国
分
寺
千
灯
院
に
お
け
る
国こ

っ

家か

祈き

禱と
う

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

忠
節
と
先
師
長
恵
と
の
由
緒
に
よ
っ
て
、
大
納
言
は
下
方
五
社
別
当
職
を
与
え
ら
れ
た
。

　

当
時
の
社
会
は
神
仏
習
合
の
時
代
で
あ
り
、
神
社
の
境
内
に
神
宮
寺
が
建
て
ら
れ
、
そ

こ
に
社
僧
が
居
住
し
た
り
、
神
社
の
社
殿
に
お
い
て
年
中
行
事
の
一
環
と
し
て
神
前
読
経

が
行
わ
れ
て
い
た
。
社
殿
に
は
鰐わ

に

口ぐ
ち

や
懸か

け

仏ぼ
と
けが
吊
る
さ
れ
、
御
神
体
と
し
て
仏
像
や
神
像

が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。神
仏
習
合
と
は
本ほ

ん

地ち

垂す
い

迹じ
ゃ
く

思
想
の
考
え
方
で
、日
本
の
神
々

は
様
々
な
仏
が
仮
の
姿
で
現
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
、
各
神
社
に
お
け
る
祭
神
の
本
当

の
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
仏
（
本
地
仏
）
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

東
泉
院
が
つ
と
め
た
五
社
別
当
の
職
務
と
は
、
下
方
五
社
の
管
理
・
運
営
を
す
る
こ
と

で
あ
る
。
日
常
的
な
維
持
活
動
と
し
て
清
掃
や
修
理
・
造
営
、
非
日
常
的
な
活
動
と
し
て
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神
事
・
祭
礼
と
い
っ
た
年
中
行
事
を
挙
行
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
の
費
用
を
捻
出
す
る
必

要
が
あ
っ
た
た
め
、
東
泉
院
は
五
社
の
神
領
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　「
地
頭
」
東
泉
院
と
御
朱
印
領
支
配
の
村
々

　

東
泉
院
は
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
十
二
月
二
十
八
日
付
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
・
慶

長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
九
日
付
徳
川
家
康
朱
印
状
（
と
も
に
六
所
家
旧
蔵
資
料
）
で
、

富
士
郡
下
方
郷
内
に
一
九
〇
石
の
朱
印
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
安
堵
さ
れ
た
具
体
的
な
土
地
の
内
訳
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
十
月
十

三
日
付
井
出
正
次
手
形
写
（
六
所
家
旧
蔵
資
料
）
よ
り
、
中
野
・
一
色
・
神ご

う

戸ど

・
今
宮
の

村
々
と
伝
法
・
善
得
寺
（
今
泉
）
村
の
一
部
と
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
村
々
が
さ
ら
に

細
分
化
し
て
、
一
色
村
か
ら
萩
原
、
中
野
村
か
ら
落
合
・
西
片
倉
・
東
片
倉
・
三
倉
と
い

っ
た
村
々
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
、
支
配
を
認
め
ら
れ
た
村
々
か
ら
東
泉
院
は
「
御ご

地じ

頭と
う

様さ
ま

」
な
ど
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
領
主
と
し
て
の
一
面
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
宗
教
者
と
し

て
の
立
場
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
宗
教
的
権
威
が
地
域
社
会
を

支
配
す
る
と
い
う
体
制
自
体
は
、
中
世
以
来
脈
々
と
続
い
て
き
た
伝
統
の
残
存
で
あ
る
。

　

例
え
ば
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
東
泉
院
が
寺
社
奉
行
へ
提
出
し
た
由
緒
書
（
六
所

家
旧
蔵
資
料
）
の
第
一
条
で
は
、
今
宮
浅
間
神
社
に
唐
本
の
大
般
若
経
が
伝
来
す
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
大
般
若
経
を
転
読
す
る
大
般
若
経
会
は
、
中
・
近
世
の
時
代
に
は
全

国
各
地
で
除
災
の
功
徳
を
は
じ
め
、
豊
作
・
雨
乞
い
と
い
っ
た
農
事
祈
願
を
目
的
に
行
わ

れ
て
い
た
。残
念
な
が
ら
現
在
は
こ
の
唐
本
大
般
若
経
の
存
在
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、

大
般
若
経
会
に
お
い
て
本
尊
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
釈
迦
十
六
善
神
図
」（
六
所
家
旧
蔵

資
料
）
は
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
大
般
若
経
会
の
祈き

禱と
う

札ふ
だ

も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
大

般
若
経
会
を
実
施
す
る
東
泉
院
の
姿
は
、
こ
の
地
域
の
安
寧
を
祈
願
す
る
宗
教
者
と
し
て

の
姿
で
あ
る
と
共
に
、
一
方
で
は
自
ら
支
配
す
る
朱
印
領
を
安
定
的
に
経
営
す
る
こ
と
を

志
向
す
る
領
主
の
姿
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

ま
た
同
じ
由
緒
書
の
第
八
条
に
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時

「
浅
間
領
一
流
の
地
押
御
願
い
申
し
上
げ
候
所
、
願
い
の
通
り
御
免
仰
せ
付
け
な
せ
ら
れ
、

則
ち
浅
間
領
村
々
・
社
中
な
ら
び
に
当
院
内
ま
で
一
流
の
地
押
仕
り
候
」
と
あ
る
。「
地じ

押お
し

」
と
は
、
江
戸
時
代
の
検
地
仕
法
の
ひ
と
つ
で
、
各
村
内
の
隠お

ん

田で
ん

を
摘
発
す
る
目
的
で

行
わ
れ
た
再
検
地
で
あ
る
。
つ
ま
り
領
主
の
把
握
し
て
い
な
い
百
姓
た
ち
の
新
た
に
開
発

し
た
田
畑
を
租
税
の
対
象
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
幕
府
よ
り
許
可
を
得
た
再
検
地
（
地じ

押お
し

改あ
ら
た
め）
を
、
東
泉
院
は
自
ら
の
朱
印

領
で
翌
元
文
五
年
と
翌
々
年
の
寛
保
元
年
に
か
け
て
実
施
し
た
が
、
地
押
改
を
実
施
す
る

に
あ
た
っ
て
東
泉
院
側
の
担
当
役
で
あ
る
地
押
役
人
・
納な

っ

所し
ょ

か
ら
一
通
、
中

ち
ゅ
う

間げ
ん

か
ら
一
通
、

村
々
の
百
姓
側
の
村
方
三
役
（
名
主
・
組
頭
・
百
姓
代
）
か
ら
一
通
の
計
三
通
、
不
正
が

行
わ
れ
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
た
め
に
事
前
に
起き

請し
ょ
う

文も
ん

を
と
っ
て
い
る
。起
請
文
と
は
、

神
仏
に
対
す
る
誓
約
で
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
神
仏
に
対
し
て
嘘
偽

り
の
な
い
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
誓
い
を
破
っ
た
際
は
、
起
請
文
に
記
さ

れ
る
様
々
な
神
仏
の
罰
を
蒙
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

起
請
文
を
作
成
す
る
際
に
は
、
料
紙
と
し
て
牛ご

玉お
う

宝ほ
う

印い
ん

と
呼
ば
れ
る
護
符
を
利
用
し
、

そ
の
裏
側
に
誓
願
の
内
容
や
署
名
を
記
す
が
、
普
通
二
部
を
作
成
し
、
一
部
は
控
え
と
し
、

も
う
一
部
を
燃
や
し
、
そ
の
灰
を
水
に
溶
か
し
て
一
同
で
回
し
飲
み
す
る
（
一い

ち

味み

神し
ん

水す
い

）。

東
泉
院
は
、
地
押
役
人
・
納
所
に
対
す
る
起
請
文
は
和
歌
山
県
の
熊
野
本
宮
（
熊
野
本
宮

大
社
）、
中
間
は
神
奈
川
県
の
箱
根
山
権
現
（
箱
根
神
社
）、
百
姓
は
熊
野
本
宮
と
熊
野
那

智
山
（
熊
野
那
智
大
社
）
の
牛
玉
宝
印
を
継
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
使
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
誓
約
を
と
っ
た
上
で
地
押
改
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
各
村
の
村
高

を
「
地
押
反
別
改
帳
」
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
東
泉
院
に
よ
る
領
主
支
配
の
過
程
で
、天
明
の
大
飢
饉
（
一
七
八
三
～
八
七
）

に
お
け
る
落
合
村
の
新
右
衛
門
の
帳
塚
の
悲
劇
の
話
が
現
在
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
言
い
伝

え
に
よ
る
と
、
天
明
の
飢
饉
に
お
け
る
凶
作
に
よ
っ
て
、
中
野
・
落
合
・
西
片
倉
・
東
片

倉
・
三
倉
の
村
々
の
百
姓
は
年
貢
米
の
納
入
が
困
難
な
状
況
と
な
り
、
領
主
東
泉
院
か
ら

の
納
入
催
促
に
対
し
て
年
貢
減
免
を
懸
け
合
う
も
認
め
ら
れ
ず
、
最
終
手
段
と
し
て
幕
府

に
直
訴
を
行
っ
た
。
そ
の
直
訴
を
行
っ
た
の
が
落
合
村
名
主
の
新
右
衛
門
で
あ
っ
た
が
、
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当
時
百
姓
の
直
訴
は
死
罪
に
相
当
し
、新
右
衛
門
と
同
行
し
た
権
右
衛
門
は
処
刑
と
な
る
。

直
訴
に
よ
り
年
貢
は
減
免
と
な
る
が
、
村
々
で
は
罪
人
に
表
立
っ
て
墓
所
を
つ
く
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
新
右
衛
門
の
義
挙
に
感
謝
し
供
養
す
る
目
的
で
塚
を
つ
く
り
埋
葬
し
た
。
こ

の
塚
に
は
新
右
衛
門
が
書
い
た
帳
面
や
歎
願
書
、
農
民
た
ち
の
血
判
状
の
控
え
、
日
記
な

ど
を
あ
わ
せ
て
埋
め
た
こ
と
か
ら
帳
塚
（
帳
ヶ
塚
）
と
呼
ば
れ
た
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
六
所
家
旧
蔵
資
料
を
確
認
し
て
い
く
と
、
こ
の
話
は
実
は
天
明
の
大
飢
饉
の
話

で
は
な
く
、
も
う
少
し
前
に
遡
る
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
原
因
も
天
明
の
大
飢
饉
で
は
な
く
、
元
文
年
間
の
地
押
改
が
契
機
と
な
っ
て
お
り
、

百
姓
た
ち
は
耕
作
放
棄
（
逃

ち
ょ
う

散さ
ん

）
を
行
っ
た
。
ま
た
直
訴
を
行
っ
た
新
右
衛
門
は
片
倉
村

名
主
で
あ
り
、
同
行
し
た
人
物
は
落
合
村
名
主
の
彦
次
右
衛
門
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
帳

塚
の
場
所
に
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
十
月
の
石
塔
が
あ
る
が
、
住
持
尊
淳
の
時
、
同

年
九
月
に
東
泉
院
に
造
立
の
許
可
を
求
め
た
文
書
が
確
認
で
き
る
。
帳
塚
の
悲
劇
の
真
実

も
、
六
所
家
旧
蔵
資
料
の
「
発
見
」
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に
再
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
だ
ろ
う
。

六
　
東
泉
院
と
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
十
四
代
将
軍
の
徳
川
家い

え

茂も
ち

は
、
自
身
最
初
の
上
洛
を
果
た
す

が
、
そ
の
詳
細
は
『
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
』（『
国
史
大
系
五
一
・
続
徳
川
実
紀
』
四

篇
）
で
確
認
で
き
る
。
家
茂
は
東
海
道
を
西
上
し
、
同
年
二
月
十
八
日
に
東
泉
院
を
訪
れ

た
。
一
行
は
朝
七
時
頃
三
島
を
出
立
し
、
沼
津
宿
本
陣
で
小
休
す
る
。
そ
し
て
午
前
十
一

時
頃
原
宿
本
陣
に
到
着
し
、
一
時
間
程
休
憩
を
と
っ
た
後
に
出
立
、
柏
原
新
田
で
小
休
す

る
。
吉
原
宿
入
口
か
ら
は
徒
歩
で
移
動
し
、
午
後
四
時
頃
「
御
泊
ま
り
吉
原
驛
冨
士
山
東

泉
院
別
当
東
泉
院
へ
着
御
あ
そ
ば
さ
れ
候
」
と
あ
る
。
こ
の
日
の
一
行
の
宿
泊
は
、
東
泉

院
お
よ
び
吉
原
宿
に
分
散
し
て
行
わ
れ
た
が
、
将
軍
家
茂
は
東
泉
院
に
宿
泊
し
た
の
で
あ

る
。
一
行
は
翌
日
朝
七
時
頃
吉
原
宿
を
出
立
し
、
興
津
宿
清
見
寺
に
向
か
っ
て
い
る
。

　

六
所
家
旧
蔵
資
料
の
中
に
幕
末
期
の
東
泉
院
の
間
取
り
を
詳
細
に
描
い
た
絵
図
が
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
を
入
れ
て
い
た
袋
に
は
、
文
久
二
年
八
月
に
「
御ご

普ふ

請し
ん

役や
く

元も
と

〆じ
め

米

倉
幸
内
殿
・
増
田
多
録
郎
殿
」
に
よ
る
内
見
分
の
際
に
、
両
人
よ
り
頼
ま
れ
て
提
出
し
た

絵
図
の
控
え
と
記
さ
れ
て
い
る
。
絵
図
に
は
東
泉
院
境
内
に
「
此
所
当
時
普
請
中
」
の
貼

紙
で
お
お
わ
れ
た
一
角
が
あ
り
、
そ
の
下
に
は
「
本
堂
・
歓
喜
堂
・
護
摩
堂
・
東と

う

照し
ょ
う

大だ
い

権ご
ん

現げ
ん

御お
ん

宮み
や

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
所
は
現
在
の
日
吉
浅
間
神
社
境
内
の
社
務
所
周
辺

に
当
た
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
場
所
に
文
久
二
年
に
本
堂
（
護
摩
堂
・
歓
喜
堂
）
と
東

照
大
権
現
（
徳
川
家
康
）
を
祀
っ
た
神
社
を
普
請
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
翌
年
に
将

軍
家
茂
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
幕
府
側
は
警
護
の
必
要
性
や
施
設
の
詳
細
を
事
前
に
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
た
模
様
で
あ
り
、
東
泉
院
の
側
も
徳
川
家
康
を
祀
っ
た
神
社
を
造
営
す
る

な
ど
、
境
内
整
備
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

将
軍
家
茂
は
、
二
度
目
の
上
洛
と
な
る
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
五
月
二
十
三
日
に
も

東
泉
院
を
宿
所
と
し
て
い
る
（『
角
田
桜
岳
日
記
』
五
、
富
士
宮
市
教
育
委
員
会
）。
家
茂

一
行
は
、翌
二
十
四
日
昼
頃
に
富
士
川
を
渡
河
す
る
た
め
に
岩
本
の
船
場
に
到
着
し
た
が
、

そ
こ
で
韮
山
代
官
・
江
川
家
が
取
り
立
て
た
三
島
・
原
・
吉
原
・
大
宮
町
の
農
兵
の
調
練

の
模
様
を
「
上
覧
」
し
た
よ
う
で
あ
る
。
農
兵
た
ち
は
二
十
日
に
は
三
島
に
出
向
き
二
十

一
日
に
到
着
す
る
家
茂
を
迎
え
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
ま
ま
一
行
に
同
道
し
、
原
宿
に
お

い
て
も
調
練
を
披
露
し
、
家
茂
が
富
士
川
を
渡
河
す
る
ま
で
供
奉
し
て
い
る
。

　

東
泉
院
の
東
照
大
権
現
御
宮
で
あ
る
が
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
日
吉
神
社
を
描

い
た
境
内
絵
図
（
六
所
家
旧
蔵
資
料
）
に
「
東
照
大
神
」
と
あ
り
、
神
仏
分
離
後
の
旧
東

泉
院
境
内
に
引
き
続
き
鎮
座
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
こ
の
神
社
は
残
っ
て
い
な
い

が
、
日
吉
浅
間
神
社
鳥
居
東
側
の
高
台
は
東
照
大
権
現
御
宮
跡
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
場
所
に
は
徳
川
家
康
に
よ
る
御
手
植
の
松
が
存
在
し
た
と
の
伝
承
も
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
六
所
邸
内
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
棚
（
御
霊
屋
）
に
は
、
東
泉
院
歴
代
住
持
、
六
所

家
関
係
者
の
他
に
、
暦
代
帝
皇
（
天
皇
家
）
と
東
照
大
権
現
の
位
牌
が
祀
ら
れ
て
い
た
。

暦
代
帝
皇
の
位
牌
は
、
裏
面
に
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
七
月
に
住
持
義
厳
の
時
に
つ
く

ら
れ
た
と
あ
り
、
位
牌
そ
の
も
の
は
ど
ち
ら
も
東
泉
院
の
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
静
岡
市
生
活
文
化
局
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
課
）
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特
集
②
平
成
二
十
三
年
度　

特
別
調
査
概
報

富
士
山
東
泉
院
領
に
暮
ら
す
人
々

菊
池　

邦
彦　

は
じ
め
に

　

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
十
月
十
三
日
、
時
の
駿
河
代
官
井
出
志
摩
守
か
ら
、
東
泉
院
領
一
九

〇
石
余
の
内
訳
が
、
正
式
に
東
泉
院
に
示
さ
れ
た
。
今
か
ら
四
〇
〇
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
。

【
史
料
1
】

　
　
　
　
　
　
　

渡
置
申
覚

　
　
　
　

一
九
拾
六
石
壱
斗
三
升
弐
合　
　
　
　
　
　
　

中　

野

　
　
　
　

一
拾
四
石
七
斗
八
升
七
合　
　
　
　
　
　
　
　

一　

色

　
　
　
　

一
拾
八
石
七
斗
七
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神　

戸

　
　
　
　

一
拾
八
石
四
升
壱
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今　

宮

　
　
　
　

一
参
拾
石
ハ 

 

　
　
　
　
　
　

伝
法
ノ
内

　
　
　
　

一
拾
四
石
四
斗
六
升　
　
　
　
　
　
　
　

善
徳
寺
ノ
内

　
　
　
　
　
　
　
　

合
百
九
拾
弐
石
壱
斗
九
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
壱
石
壱
斗
九
升　
　
　
　

屋　

敷

　
　
　
　

右
、
如
毎
年
渡
置
申
候
、
并
任　

御
朱
印
之
面
、
諸
役
竹
木
等

　
　
　
　

相
違
有
間
敷
候
、
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　

慶
長
九
年
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
三
日　
　
　

井
出
志
摩
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
泉
院

　

通
常
の
寺
院
の
領
知
と
し
て
は
破
格
の
二
〇
〇
石
近
い
石
高
は
、
富
士
山
を
山
号
と
す
る
東
泉

院
の
歴
史
と
格
式
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
野
・
一
色
・
神
戸
・
今
宮
の
四
か
村
は
村
高
す
べ

て
が
、
伝
法
村
と
善
徳
寺
村
（
寛
文
二
年
〔
一
六
六
二
〕
に
今
泉
村
と
名
称
を
改
め
る
）
の
二
か

村
は
、
村
高
の
ご
く
一
部
が
東
泉
院
領
と
な
っ
た
。
東
泉
院
は
善
徳
寺
村
と
い
う
三
千
石
を
越
え

る
大
き
な
石
高
の
村
（
寛
永
改
高
附
帳
で
は
三
七
四
一
石
余
）
の
中
に
所
在
し
て
い
た
。
当
時
の

東
泉
院
当
主
も
、
領
知
を
引
き
渡
す
側
の
代
官
井
出
正
次
も
、
善
徳
寺
村
の
東
泉
院
の
近
く
に
一

九
〇
石
余
の
領
知
が
一
円
的
に
ま
と
ま
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
結

果
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
領
知
が
六
つ
の
近
世
村
落
に
ま
た
が
っ
て
与
え
ら
れ
た
こ

と
は
、
当
時
の
東
泉
院
当
主
の
思
惑
と
は
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
富
士
山
東
泉
院
朱
印

領
の
成
立
事
情
」『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』
第
七
号
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
一
九
〇
石
余
り
の
東
泉
院
領
に
、
江
戸
時
代
、
一
体
ど
れ
く
ら
い
の
人
々
が

暮
ら
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
逆
に
言
え
ば
、
東
泉
院
は
一
九
〇
石
余
の
領
主
と
し
て
（
古
文
書

に
は
東
泉
院
を
さ
し
て
「
御
地
頭
様
」「
御
別
当
様
」「
冨
士
五
社
惣
御
別
当
様
」「
冨
士
六
所
浅

間
御
別
当
様
」「
和
田
屋
敷〔
御
役
人
様
〕」な
ど
と
様
々
に
出
て
く
る
）、一
体
ど
れ
く
ら
い
の
人
々

を
支
配
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、
東
泉
院
領
が
近
世

初
頭
に
六
か
村
に
分
散
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　

な
お
、
引
用
す
る
史
料
の
出
典
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
す
べ
て
六
所
家
旧
蔵
資
料
（
富
士

市
立
博
物
館
所
蔵
）
で
あ
る
。

一
　
東
泉
院
領
の
人
口
調
査

　

幕
府
領
で
は
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
末
頃
か
ら
村
や
町
の
人
別
改
が
開
始
さ

れ
、
そ
れ
が
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
頃
か
ら
毎
年
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
寺
社
領
で
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
東
泉
院
領
で
の
実

態
も
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
そ
の
実
利
的
性
格
か
ら
か
、

全
国
の
人
口
調
査
を
行
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
（
但
し
、
武
家
人
口
は
明
ら
か
で
な
い
）。
そ

の
は
じ
め
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
東
泉
院
に
も
そ
の
雛
形
が
廻
さ
れ

て
お
り
、
人
口
調
査
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

【
史
料
2
】

　
　
　
　
　

人
数
書
上
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
国
何
郡
何
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
言
古
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　
　

寺

　

一
寺
内
惣
人
数　
　

何
人

　
　
　
　

住
持
ゟ
家
来
ニ
至
迄
、
不
残
右
之
数
ニ
書
入
可
被
申
候
、

　

一
門
前
町
屋
人
数　

何
人

　
　
　
　
　

何
人　
　

男

　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

何
人　
　

女

　
　
　
　
　
　

但
シ 

、
当
丑
年
三
年
以
前
何
之
年
改
帳
を
以
、
当
歳
ゟ
三
歳
以
上
分
書
記
差
上
申

候
、
以
上

　
　
　
　

享
保
六
辛
丑
年
月
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　
　

寺　
印

　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

　
　

是
ハ
御
朱
印
所
茂
、
御
除
地
所
茂
、
御
除
地
茂
無
之
寺
院
茂
、
此
通
不
残
書
上
可
被
申
候
、
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「
真
言
古
義
」と
あ
る
の
で
、古
義
真
言
宗
の
触
頭
か
本
山
か
ら
廻
っ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
雛
形
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
が
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
3
】

　
　
　
　
（
端
裏
書
）「
公
儀
へ
差
上
申
候
扣
」

　
　
　
　
　
　
　
　

人
数
書
上
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
河
国
冨
士
郡
和
田
村
六
所
浅
間
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
言
古
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東　

泉　

院

　
　
　

一
寺
内
惣
人
数　
　

拾
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人　
　

僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　

但
シ
、
住
持
ゟ
家
来
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
人　
　

男

　
　
　

一
門
前
人
数　
　
　

四
拾
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
壱
人　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
四
人　

女

　
　
　
　
　
　
　

但
シ
、
当
丑
ノ
年
御
改
帳
を
以
、
子
歳
ゟ
書
記
差
上
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

享
保
六
辛
丑
年
十
月
日 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東　

泉　

院

　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

　

こ
の
史
料
で
「
和
田
村
」
と
称
し
て
い
る
の
は
、
東
泉
院
が
所
在
す
る
場
所
が
、
今
泉
村
内
で

上
和
田
（
う
え
わ
だ
）
ま
た
は
和
田
と
呼
ば
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）

の
絵
図
に
も
、「
和
田
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
別
当
」
と
い
う
の
は
、
神
社
境
内
の
寺
院

（
神
宮
寺
）
の
僧
侶
（
社
僧
）、あ
る
い
は
そ
の
職
名
（
長
官
）
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
、

今
泉
村
和
田
に
所
在
す
る
東
泉
院
が
、
六
所
浅
間
神
社
（
こ
の
地
は
伝
法
村
分
）
の
別
当
を
称
し

て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
（
六
所
浅
間
神
社
も
含
め
た
）
周
辺
の
合
計
五
か
所
の
浅
間
神
社

の
別
当
職
を
つ
と
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
東
泉
院
に
は
、江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
、享
保
六
年
（
一

七
二
一
）
に
は
、
当
時
僧
俗
あ
わ
せ
て
十
五
人
、
門
前
に
は
四
五
人
、
合
計
六
〇
人
の
人
々
が
暮

ら
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

寺
中
・
門
前
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
時
か
ら
一
五
〇
年
前
の
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
六

月
十
日
の
「
東
泉
院
当
住
妙
楽
坊
」
宛
、
武
田
家
朱
印
状
（
三
日
市
場
浅
間
神
社
所
蔵
文
書
、『
静

岡
県
史
料
』
第
二
輯
、一
九
三
一
年
、八
四
ペ
ー
ジ
、『
静
岡
県
史
』
資
料
編
８
中
世
四
―
四
八
九
）

に
、「
一
寺
中
・
門
前
并
社
人
之
家
弐
拾
五
間
、
宮
大
工
壱
人
、
鍛
冶
壱
人
、
諸
役
御
免
之
事
」

と
あ
り
、
社
人
も
含
め
て
二
五
軒
、
宮
大
工
と
鍛
冶
を
あ
わ
せ
る
と
二
七
軒
の
人
々
が
、
諸
役
を

免
除
さ
れ
た
東
泉
院
領
内
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
か
ら
か
、
一
般
の
村
に
比
べ
て
十
数
軒
と
小
規
模
な
東
泉
院
の
門
前
に
は
、
独

自
に
名
主
が
い
た
。
た
と
え
ば
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
三
月
、
地
蔵
堂
造
作
の
た
め
四
十
八

夜
を
行
い
た
い
旨
の
「
地
蔵
堂
子　

願
主　

宗
心
」
の
願
書
に
、「
門
前
名
主　

加
右
衛
門
㊞
」

と
連
署
し
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
「（
富
士
山
）
年
中
行
事
」
に
は
、

【
史
料
4
】

　
　
　
　
　

△
冨
士
山
門
前
家　
　
　

当
時
之
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚　
　
　

助　

代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清　
　
　

助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸　
　
　

助　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
右
衛
門　

社
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多　
　
　

膳　

社
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
右
衛
門　

後
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
次
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久　
　
　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清　
　
　

蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
左
衛
門　

後
家

と
あ
っ
て
、門
前
十
一
軒
に
は
、名
主
以
外
に
代
官
一
・
社
人
二
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（「
当
時
」

と
い
う
言
葉
は
、
現
代
で
は
過
去
を
さ
す
が
、
前
近
代
社
会
で
は
現
在
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
）。

　

享
保
六
年（
一
七
二
一
）は
人
数
の
み
で
、門
前
が
何
軒
で
四
五
人
か
分
か
ら
な
い
が〔
一
軒
当
た

り
の
家
族
数
を
五
人
と
す
る
と
九
軒
、
三
人
な
ら
ば
十
五
軒
で
あ
る
か
ら
〕、
東
泉
院
と
そ
の
門
前

の
人
々
と
い
う
構
成
は
、元
亀
三
年
の
段
階
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
先
の
文
政
十
年
の
地
図
に
よ
る
と
、
東
泉
院
門
前
か
ら
城
山
を
挟
ん
だ
反
対
側
に
は
、「
鍛

冶
屋
瀬
古
」
と
い
う
場
所
が
あ
っ
て
、元
亀
三
年
朱
印
状
中
の
「
鍛
冶
壱
人
」
と
の
関
連
が
推
定

さ
れ
、
興
味
深
い
（『
駿
河
志
料
』
に
よ
る
と
、「
瀬
古
」
と
は
当
地
域
の
古
称
で
あ
る
と
い
う
）。

　

寺
内
惣
人
数
に
、「
但
シ
、
住
持
ゟ
家
来
共
」
と
あ
る
の
は
、【
史
料
2
】
の
雛
形
に
「
住
持
ゟ

家
来
ニ
至
迄
」
の
文
言
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
後
掲
の
【
史
料
8
】
な
ど
で
は
「
侍
并
下
男
共
ニ
」

と
表
現
し
て
お
り
（
こ
れ
は
雛
形
の
文
言
に
な
い
の
で
）、
東
泉
院
に
は
寺
侍
が
い
た
可
能
性
が

あ
る
。
近
世
の
東
泉
院
境
内
は
、
自
由
な
出
入
り
が
禁
じ
ら
れ
た
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
り
、
第

二
の
門
で
あ
る
惣
門
の
両
脇
に
は
、「
番
所
」・「
供
侍
」
と
記
さ
れ
た
建
物
が
記
載
さ
れ
て
い
る

と
の
指
摘
が
あ
る
（
杉
山
一
弥
「
絵
図
に
み
る
東
泉
院
境
内
堂
舎
の
変
遷
」『
六
所
家
総
合
調
査

だ
よ
り
』
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）。
こ
れ
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
絵
図
で
あ
る
が
、

今
の
と
こ
ろ
東
泉
院
を
描
い
た
最
も
古
い
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
絵
図
の
同
じ
場
所
を
見
る

と
、
惣
門
両
脇
に
小
規
模
な
建
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
番
所
・
供
侍
と
い
う
施
設
は
少
な
く
と
も
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こ
の
時
点
ま
で
遡
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
地
図
か
ら
さ
ら
に
二
十
年
遡
っ
た
享
保
六
年
に

寺
侍
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、こ
の
文
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、伝
法
村
で
は
こ
の
時
、村
内
の
東
泉
院
領
の
社
人

の
扱
い
に
つ
い
て
、
東
泉
院
と
村
方
と
、
ど
ち
ら
が
扱
う
べ
き
か
、
話
し
合
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
5
】

　
　
　
　
　
　
　

口
上
之
覚

　
　

一 

今
度
寺
社
領
反
別
人
別
御
改
ニ
付
、
伝
法
村
之
内
六
所
浅
間
領
社
人
共
書
上
之
義
、
伝
法

村
名
主
共
ゟ
申
来
候
へ
と
も
、
当
社
人
共
義
ハ
、
愚
院
支
配
故
、
委
細
此
方
ゟ
御
勘
定
所

へ
御
書
上
仕
候
、

　
　

一 

右
六
所
浅
間
領
之
義
、
御
朱
印
之
内
妨
無
御
座
候
、
為
其
如
斯
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
士
五
社
別
当

　
　
　
　
　

享
保
六
年
丑
十
一
月 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東　

泉　

院

　
　
　
　
　
　
　

小
林
又
左
衛
門
殿

　

こ
の
結
果
、伝
法
村
内
の
六
所
浅
間
神
社
の
社
人
は
東
泉
院
の
支
配
下
な
の
で
、「
此
方
ゟ
」（
東

泉
院
の
人
数
に
計
上
し
）
御
勘
定
所
へ
書
上
げ
る
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
享
保
六
年
の
人
別
改
に
つ
い
て
は
、
東
泉
院
と
門
前
の
分
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、

東
泉
院
の
一
九
〇
石
余
の
朱
印
領
に
ど
れ
だ
け
の
人
々
が
住
ん
で
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
五
年
後
の
享
保
十
一
年
四
月
に
、
駿
府
代
官
小
林
又
左
衛
門
が
、
次
の

よ
う
な
廻
状
と
雛
形
を
東
泉
院
な
ど
の
寺
院
に
廻
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
【
史
料
6
・
7
】。

【
史
料
6
】

追
而
穢
多
人
別
之
義
ハ
、
別
紙
可
書
出
候
、
尤
、
御
年
貢
地
所
持
之
穢
多
、
其
訳

可
被
相
記
候
、
以
上

以
廻
状
致
啓
達
候
、
然
者
此
度
諸
国
御
料
・
私
領
、
百
姓
・
町
人
、
寺
社
・
山
伏
、
僧
・
俗
、

男
・
女
、
尼
等
、
其
外
之
者
迄
茂
不
残
様
、
今
年
六
月
中
を
限
、
惣
人
数
相
改
書
上
候
様
、

従
江
戸
被
仰
下
候
間
、
案
文
之
通
無
相
違
様
、
五
月
晦
日
迄
ニ
人
数
御
改
、
六
月
五
日
・

六
日
迄
之
内
、
駿
府
拙
者
御
役
所
江
御
指
出
可
有
之
候
、
廻
状
早
ゝ
御
順
廻
、
留
り
ゟ
駿

府
拙
者
御
役
所
へ
御
返
可
有
之
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
午
四
月 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
又
左
衛
門　
印

　
　
　
　

宝
幢
院　
印

　
　
　
　

辻
之
坊　
印

　
　
　
　

大
鏡
坊　
印

　
　
　
　

池
西
坊　
印　
在
府
故
、
名
代
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
主
居
威
光
院　

印

　
　
　
　

東
泉
院　
　
　
同　

断

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
た
び
諸
国
の
御
料
（
幕
府
領
）・
私
領
の
諸
身
分
に
つ
い
て
、
六
月
中
に
総

人
数
を
改
め
る
よ
う
江
戸
（
幕
府
）
か
ら
仰
せ
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
五
月
末
ま
で
の
人
数
を

案
文
の
よ
う
に
記
載
し
て
、
六
月
五
日
・
六
日
迄
に
駿
府
の
代
官
小
林
又
左
衛
門
役
所
へ
提
出
す

る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　

こ
の
宛
名
の
五
か
寺
を
見
る
と
、
宝
幢
院
は
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
〔
富
士
宮
市
〕
の
別
当
寺

院
で
領
知
一
三
六
石
（
寛
永
十
八
年
〔
一
六
四
一
〕、天
正
十
八
年
〔
一
五
九
〇
〕
は
一
二
二
石
）、

次
の
辻
之
坊
・
大
鏡
坊
・
池
西
坊
は
東
泉
院
と
同
じ
く
富
士
山
の
山
号
を
有
す
る
村
山
三
坊
〔
富

士
宮
市
〕、
三
坊
（
辻
之
坊
九
四
石
五
斗
・
大
鏡
坊
二
六
石
六
斗
余
・
池
西
坊
九
五
石
一
斗
七
升
、

い
ず
れ
も
寛
永
十
八
年
）
合
計
二
一
六
石
二
斗
七
升
余
、
そ
れ
に
朱
印
領
一
九
〇
石
余
の
東
泉
院

〔
富
士
市
〕
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
は
、
駿
河
国
富
士
郡
の
寺
領
百
石
以
上
の
有
力
寺
院
で
、

駿
府
代
官
は
幕
府
か
ら
の
通
達
を
郡
単
位
で
対
象
と
な
る
寺
院
へ
廻
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
東

泉
院
の
寺
格
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
廻
状
に
紙
縒
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
の
が
、
廻
状
の
文
中
の
「
案
文
」
に

あ
た
る
次
の
雛
形
で
あ
る
。

【
史
料
7
】（
端
裏
書
省
略
）

　
　
　

何
国
何
郡
何
村
何
宗
何
寺
午
五
月
改
人
別
書
上
覚

　
　
　
　

一
人
数
何
百
何
十
人

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

僧
何
拾
人　

但
、
住
寺
并
弟
子
寄
同
宿
共 

　
　

何
十
歳
以
上

　
　
　
　
　

下
男
何
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
十
歳
以
上

　
　
　
　
　

尼
何
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
十
歳
以
上

　
　
　
　
　

男
何
拾
人　

但
、
門
前
・
町
屋
か　

御
朱
印
地
百
姓
か　

何
十
歳
以
上

　
　
　
　
　

女
何
拾
人　

但
、
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
十
歳
以
上

右
之
通
、
先
月
晦
日
迄
、
当
寺
并
寺
領
・
門
前
人
別
共
相
改
、
書
上
候
通
相
違
無
御
座
候
、

尤
、
本
寺
か
触
頭
か
何
方
へ
も
右
之
通
書
出
し
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
国
何
郡
何
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
寺
何
国
何
郡
何
村

　
　
　
　
　
　

享
保
十
一
年
午　

月 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　
　

寺　
印
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
判

　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
又
左
衛
門
殿
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二
　
享
保
十
一
年
の
人
別
書
上
之
覚

　

こ
の
案
文
（
雛
形
）
を
元
に
、
同
年
の
東
泉
院
領
の
人
別
書
上
が
作
成
さ
れ
た
【
史
料
8
】。

朱
印
領
ま
で
含
め
た
人
別
改
が
行
わ
れ
、
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
回
の
調
査
が
初
め

て
の
よ
う
で
あ
る
（
史
料
中
の
〔
Ａ
〕
～
〔
Ｄ
〕
は
引
用
者
の
註
で
、
後
掲
【
表
2
】
と
対
応
し

て
い
る
）。
こ
の
享
保
十
一
年
午
歳
以
降
、
子
・
午
の
六
年
ご
と
に
定
期
的
な
全
国
人
別
改
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
史
料
8
】（
端
裏
書
）「
享
保
十
一
午
年
六
月
人
別
改
差
出
シ
扣　

御
代
官
小
林
又
左
衛
門
殿
」

駿
河
国
冨
士
郡
六
所
浅
間
別
当
真
言
宗
東
泉
院
午
五
月
改
人
別
書
上
之
覚

　

〔
Ｄ
〕
一
人
数
千
七
百
五
拾
弐
人

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

僧
六
人　
　
　

但
、
住
寺
并
弟
子
寄
同
宿
共
ニ 

　
　
　
　

拾
九
歳
以
上

　
　
　
　
　

男
拾
人　
　
　

但
、
侍
并
下
男
共
ニ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
五
歳
以
上

　

〔
Ｂ
〕

　
　
　
　
　

供
僧
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不　

動　

院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
弐
歳

　
　
　
　
　

社
人
拾
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
八
歳
以
上

　
　
　
　
　

僧
五
人　
　
　

但
、
社
領
之
内
住
寺
并
弟
子
共
ニ 

日
蓮
宗 

法　

蔵　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
五
歳
以
上

　
　
　
　
　

下
男
四
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
弐
歳
以
上

　
　
　
　
　

僧
三
人　
　
　

但
、
社
領
之
内
住
寺
并
ニ
弟
子
共
ニ 

日
蓮
宗 
薗　

林　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
七
歳
以
上

　
　
　
　
　

下
男
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
拾
歳

　
　
　
　
　

僧
壱
人　
　
　

但
、
社
領
之
内　
　
　
　
　
　
　
　
　

禅
宗　

光　

立　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
七
歳

　

〔
Ｃ
〕　

僧
壱
人　
　
　

但
、
社
領
之
内　
　
　
　
　
　
　
　
　

禅
宗　

寶　

珠　

院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
弐
歳

　
　
　
　
　

僧
壱
人　
　
　

但
、
社
領
之
内　
　
　
　
　
　
　
　

浄
土
宗　

淨　

念　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
六
歳

　
　
　
　
　

下
男
三
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
八
歳
以
上

　
　
　
　
　

僧
五
人　
　
　

但
、
社
領
之
内
住
寺
并
ニ
弟
子
共
ニ 

一
向
宗 

常　

願　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
歳
以
上

　
　
　
　
　

女
八
人　
　
　

但
、
妻
子
・
下
女
共　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
歳
以
上

　
　
　
　
　

下
男
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
拾
五
歳

　
　
　
　
　

山
伏
拾
壱
人　

但
、
社
領
之
内
弟
子
共
ニ 

　
　
　
　

拾
七
歳
以
上

　
　
　
　
　

男
八
百
拾
人　

但
、
御
朱
印
地
社
領
百
姓　
　
　
　
　
　
　
　

弐
歳
以
上

　

〔
Ａ
〕

　
　
　
　
　

女
八
百
七
拾
壱
人　

但
、
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
歳
以
上

右
之
通
、
先
月
晦
日
迄
、
当
寺
并
供
僧
・
社
人
・
山
伏
・
社
領
百
姓
共
ニ
人
別
相
改
書
上
候
通
、

相
違
無
御
座
候
、
但
、
本
寺
触
頭
江
何
茂
書
出
シ
不
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
寺
山
城
国
上
醍
醐
報
恩
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
冨
士
郡
六
所
別
当
今
泉
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東　

泉　

院　
印
判

　
　
　
　
　

享
保
十
一
丙
午
年
六
月 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
判

　
　
　
　
　
　
　

小
林
又
左
衛
門
殿

　
　

右
之
通
六
月
八
日
駿
府
又
左
衛
門
殿
へ
相
認
、
飛
脚
紋
右
衛
門
遣
ス
、
如
此
案
文
也
、

　

享
保
六
年
の
「
人
数
書
上
之
覚
」
が
幕
府
勘
定
所
に
宛
て
ら
れ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
宛
先
小

林
又
左
衛
門
は
駿
府
代
官
で
あ
る
。

　
総
合
計　

ま
ず
は
じ
め
に
、
人
数
の
総
合
計
〔
Ｄ
〕
が
千
七
百
五
拾
弐
人
と
し
め
さ
れ
る
。
一

九
〇
石
余
の
東
泉
院
領
に
、
江
戸
時
代
、
一
八
〇
〇
人
近
い
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
驚
か
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
江
戸
時
代
の
通
常
の
計
算
で
は
、
一
石
に
つ
き
一
人
が
養
わ
れ

る
と
換
算
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
〇
石
な
ら
ば
二
〇
〇
人
前
後
と
い
う
の
が
、
通
常
な
の
で
あ

る
（
比
較
的
余
裕
を
持
っ
た
農
村
の
計
算
の
場
合
で
あ
る
が
）。
つ
ぎ
以
降
が
そ
の
内
訳
で
あ
る
。

　
東
泉
院　

最
初
か
ら
三
項
目
分
、〔
Ｂ
〕
僧
六
人
・
男
拾
人
・
供
僧
壱
人
不
動
院
ま
で
が
東
泉

院
内
の
人
数
で
あ
る
。
僧
以
外
の
俗
人
の
男
十
人
の
中
に
は
、
先
に
見
た
「
侍
」
も
書
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
供
僧
（
宮
僧
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
る
）
と
い
う
の
は
、神
社
内
に
お
か
れ
た
寺
院
（
神

宮
寺
・
別
当
寺
）
の
僧
侶
を
さ
し
、
東
泉
院
で
は
、
こ
れ
以
降
幕
末
ま
で
、
供
僧
は
一
院
の
み
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
東
泉
院
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ

れ
ま
で
の
史
料
を
見
る
限
り
、本
来
の
供
僧
と
し
て
の
性
格
を
不
動
院
（
の
ち
仙
用
寺
）
に
任
せ
、

「
別
当
」
と
し
て
社
人
と
供
僧
の
両
者
の
上
に
君
臨
す
る
存
在
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

東
泉
院
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
戦
国
末
期
の
村
山
辻
坊
と
東
泉
院
の
争
論
の
文
書
（「
葛

山
與
右
兵
衛
尉
返
答
上
」
天
正
十
三
年
〔
一
五
八
五
〕）
に
、次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（『
静

岡
県
史
料
』
第
二
輯
、
一
六
〇
ペ
ー
ジ
、『
静
岡
県
史
』
資
料
編
８
中
世
四
―
一
七
八
〇
）。

【
史
料
9
】

　
（
前
略
）

　

一 

五
社
拘
申
候
別
当
ハ
、
従
前
之
平
僧
に
て
ハ
不
罷
成
候
條
、
院
主
・
学
頭
之
御
座
候
て
、
常

ニ
護
摩
修
行
候
処
ニ
、
当
御
代
ニ
罷
成
、
女
犯
・
肉
食
を
い
た
し
、
五
人
の
宮
僧
一
人
も
な
く
、

御
神
事
時
ハ
麦
一
表
（
俵
）、

弐
俵
に
て
小
僧
・
新
法
師
を
雇
ひ
勤
候
事
、
御
下
知
候
哉
、
拙
夫
申

所
偽
と
被
思
召
候
者
、
下
方
年
老
候
者
共
ニ
御
尋
可
有
之
候
、
同
社
人
廿
五
人
の
所
、
た
ゝ

（（（（（（（
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今
十
人
御
座
候
、残
而
十
五
人
ハ
ふ
そ
く
被
仕
候
、然
上
ハ
、御
祭
礼
等
ハ
点
転
候
、（
以
下
略
）

　

す
な
わ
ち
、
五
社
別
当
は
一
般
の
僧
侶
が
勤
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
院
主
と
学
頭
及
び
五
人
の

宮
僧
（
供
僧
）
が
い
て
、
常
に
護
摩
を
焚
き
修
行
し
て
い
る
筈
の
と
こ
ろ
、
東
泉
院
の
現
住
は
女

犯
・
肉
食
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
五
人
い
る
は
ず
の
供
僧
も
一
人
も
い
な
い
。
神
事
の
時
だ
け
、

わ
ず
か
麦
の
一
俵
か
二
俵
で
小
僧
か
新
法
師
を
雇
い
、
体
裁
を
繕
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
学
僧
と
同
じ
院
主
に
次
ぐ
地
位
で
あ
ろ
う
か
、
江
戸
時
代
に
は
東
泉
院
別
当
の
元
に
、
役

僧
（
一
名
）
と
い
う
秘
書
官
的
人
物
が
い
た
（
教
学
上
の
役
割
は
不
明
）。
特
に
東
泉
院
第
十
一

世
当
主
光
盛
（
精
海
・
宝
暦
九
年
遷
化
）
の
元
で
地
押
し
や
大
名
な
ど
来
客
へ
の
対
応
、
東
泉
院

の
記
録
作
成
な
ど
多
方
面
で
辣
腕
を
振
る
っ
た
智
勧
（
賢
盛
）
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
〔
歴
代
の

数
え
方
は
「
中
古
以
来
代
々
霊
簿
」
に
よ
る
〕。
彼
は
こ
の
後
光
盛
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
歴
代
の
記
録
に
は
光
盛
の
後
住
第
十
二
世
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
光
盛
よ
り
も

先
に
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
病
没
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
東
泉
院
の
年
貢
収
納
な
ど
経
済
的

な
運
営
に
携
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
東
泉
院
納
所
」
三
名
や
、
四
名
の
「
東
泉
院
中
間
（
ち
ゅ
う

げ
ん
）」
の
存
在
も
確
認
で
き
る
（
元
文
五
年
〔
一
七
四
〇
〕
誓
詞
な
ど
）。

　

こ
れ
以
外
に
、
東
泉
院
内
に
は
下
女
な
ど
の
女
性
が
い
た
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、

近
世
の
東
泉
院
は
女
人
禁
制
の
聖
域
で
あ
り
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
な
っ
て
初
め
て
女
性

（
文
久
元
年
〔
一
八
六
一
〕
生
ま
れ
）
が
大
門
・
惣
門
・
屋
敷
前
の
三
つ
の
門
を
く
ぐ
っ
た
と
い

う
証
言
も
あ
り（
松
田
香
代
子「
六
所
家
主
屋
に
残
さ
れ
た
御
霊
屋
」『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』

第
七
号
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）、
そ
の
可
能
性
は
低
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
僧
侶
は
原
則
と
し

て
肉
食
妻
帯
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
万
一
、女
性
と
の
関
係
が
発
覚
し
た
場
合
は
、「
女
犯
」

と
し
て
遠
島
や
死
罪
に
あ
た
る
重
罰
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
東
泉
院
の
関
連
史
料
を
見

る
限
り
、
少
な
く
と
も
公
的
な
人
数
調
査
に
は
、
特
定
の
宗
派
を
除
き
、
女
性
の
存
在
は
見
ら
れ

な
い
。
後
の
〔
Ｃ
〕
の
寺
院
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
東
泉
院
の
年
中
行
事
で
あ
る

祭
礼
の
史
料
に
は
、「
御
子
」・「
ミ
こ
」
の
記
載
が
あ
り
、
神
子
＝
女
性
が
祭
礼
の
一
端
を
担
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
社
僧
一
般
は
妻
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）。

　

続
く
四
項
目
目
の
「
社
人
拾
人
」
以
降
、「
山
伏
拾
壱
人
」
ま
で
〔
Ｃ
〕
が
、
東
泉
院
の
領
知

内
の
宗
教
者
・
宗
教
施
設
で
あ
る
。

　

社
人　

ま
ず
社
人
拾
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
泉
院
が
別
当
で
あ
っ
た
浅
間
神
社
五
社
の
社
人

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
日
吉
浅
間
神
社
（
富
士
郡
善
徳
寺
村
に
所
在
、
善
徳
寺
村
は
寛

文
二
年
に
今
泉
村
と
改
名
）、
②
瀧
川
浅
間
神
社
（
原
田
村
）、
③
今
宮
浅
間
神
社
（
今
宮
村
）、

④
富
知
六
所
浅
間
神
社
（
伝
法
村
）、
⑤
入
山
瀬
浅
間
神
社
（
入
山
瀬
村
）
の
五
社
で
あ
る
。
番

号
は
、
五
月
に
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
の
祭
礼
の
順
番
で
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
文
政
二
年
（
一
八

一
九
）
正
月
の
東
泉
院
常
夜
燈
献
納
方
未
熟
一
件
に
つ
い
て
の
社
人
の
請
書
の
署
名
を
見
る
と
、

【史料 ８－前半】「東泉院午五月改人別書上之覚」享保11年（1726） 6 月
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【
史
料
10
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
日
市
場　

佐
野
数
馬
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

佐
野
式
部
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

遠
藤
新
三
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

鷹
野
元
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

小
糸
藤
太
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

小
糸
左
近
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

小
糸
宗
次
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
田　
　
　

杉
浦
左
京
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

石
川
民
部
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
宮　
　
　

川
口
記
内
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

勝
又
内
記
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

渡
辺
彦
左
衛
門
㊞

と
あ
っ
て
、
社
人
連
名
に
は
三
日
市
場
（
伝
法
村
内
）
と
和
田
（
今
泉
村
内
、
先
の
門
前
と
思
わ

れ
る
）
及
び
今
宮
村
の
三
か
所
の
地
名
が
見
え
、
社
人
の
住
居
は
少
な
く
と
も
こ
の
三
か
所
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
の
中
世
末
＝
近
世
初
頭
の
史
料
【
史
料
9
】
で
は
、
東
泉
院
の
社
人
は
本

来
二
五
人
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
は
十
人
し
か
お
ら
ず
、
十
五
人
不
足
し
て
い
る
と
い
っ
て
い

る
。【
史
料
9
】
が
東
泉
院
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
五
社
に
そ
れ
ぞ
れ
五
人
ず
つ
位
の
社
人
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、

今
後
、
他
の
史
料
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
社
人
は
近
世
で
は
家
族
を
形
成

し
て
お
り
、【
史
料
8
】
に
書
か
れ
て
い
る
数
字
は
、
あ
く
ま
で
も
社
人
の
当
主
の
人
数
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
こ
の
【
史
料
8
】
に
は
、
一
般
の
百
姓
の
人
数
と
社
人
な
ど

戸
数
の
数
字
が
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
後
掲
、〔
表
2
〕
の
安
永
九
年
の
二
通
り
の
デ
ー
タ

の
存
在
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
社
人
の
書
上

を
〔
表
1
〕
に
示
し
た
。
こ
の
時
の
社
人
と
そ
の
家
族
は
九
軒
・
四
四
人
で
あ
る
。
明
治
の
は
じ

め
と
は
い
え
、
一
般
の
百
姓
は
ま
だ
姓
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
で
あ
る
。
社
人
は
姓
を

名
乗
り
、
各
浅
間
神
社
の
神
事
・
諸
行
事
を
担
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
社
人
が
姓
を
名
乗
っ

て
い
る
比
較
的
古
い
史
料
は
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
十
二
月
の
「
覚
」
で
あ
る
。
こ
の
時

の
社
人
は
、
三
日
市
場
神
主
高
野
求
馬
・
佐
野
靱
負
・
佐
野
金
右
衛
門
・
小
糸
次
郎
右
衛
門
・
小

糸
与
五
兵
衛
・
小
糸
善
右
衛
門
・
遠
藤
彦
左
衛
門
の
七
名
と
、
今
宮
の
渡
部
弥
兵
衛
・
川
口
友
右

衛
門
・
勝
亦
八
郎
右
衛
門
の
三
名
、
合
計
十
名
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
別
当
の
東
泉
院
と
社
人
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

【史料 ８－後半】「東泉院午五月改人別書上之覚」享保11年（1726） 6 月
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に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
、あ
る
い
は
柴
燈
護
摩
〔
真
言
系
〕（〔
天
台
系
〕
で
は
採
燈
護
摩
と
表
記
）

な
ど
の
宗
教
行
事
を
行
う
時
の
み
に
連
携
し
て
事
に
当
た
っ
た
の
か
、知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三
月
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
東
泉
院
領
に
は
、
聖
護
院
を
本
所
と

す
る
本
山
派
の
今
宮
村
吉
祥
院
と
、
三
宝
院
を
仰
ぐ
当
山
派
の
一
色
村
青
柳
院
と
い
う
、
両
派
の

山
伏
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

社
領
百
姓　

人
数
書
上
の
最
後
の
二
行
〔
Ａ
〕
が
「
御
朱
印
地
社
領
百
姓
」
で
あ
る
。
男
女
合
計

す
る
と
一
六
八
一
人
と
な
る
。東
泉
院
領
内
の
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
百
姓
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
東
泉
院
と
い
う
別
当
寺
院
の
領
知
（
朱
印
領
）
が
、

【
史
料
8
】
で
は
一
貫
し
て
「
社
領
之
内
」
あ
る
い
は
「
御
朱
印
地
社
領
百
姓
」
と
、
東
泉
院
は

自
己
の
領
知
の
こ
と
を
「
社
領
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
稿
で
考
え

た
い
が
、
近
世
社
会
に
お
い
て
、
東
泉
院
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
見
ら
れ
て
い
た
の
か
、
を
知
る

手
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
仏
習
合
の
時
代
に
、
五
社
浅
間
神
社
の
別
当
寺
院
で
あ

っ
た
東
泉
院
の
意
識
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、【
史
料
8
】
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
各
々
の
寺
院
や
村
々
か
ら
領
主
で
あ
る
東
泉
院
に

人
数
書
上
が
行
わ
れ
、そ
れ
を
東
泉
院
が
ま
と
め
て
代
官
小
林
又
左
衛
門
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

三
　
大
宮
浅
間
神
社
別
当
宝
幢
院
と
の
比
較

　

こ
の
よ
う
な
東
泉
院
の
二
回
の
人
数
調
査
に
対
し
、
比
較
の
意
味
で
、
同
じ
富
士
郡
の
別
当
寺

院
で
あ
る
宝
幢
院
（
大
宮
浅
間
神
社
別
当
）
の
事
例
を
次
に
掲
げ
た
い
。

【
史
料
11
】

　
　
　
　
　
　

人
数
書
上
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
河
国
冨
士
郡
大
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
宮
浅
間
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
言
古（
義
）

儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝　

幢　

院

　
　
　

一
寺
内
惣
人
数　
　
　
　
　

九
人

　
　
　

一
供
僧
惣
人
数　
　
　
　
　

九
人

　
　
　

一
門
前
人
数　
　
　
　

弐
拾
六
人

　
　
　
　
　
　

拾
壱
人　
　
　

男

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　

拾
五
人　
　
　

女

　
　
　

但
シ
、
当
丑
年
之
改
帳
を
以
、
二
歳
以
上
ゟ
書
記
差
上
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

享
保
六
辛
丑
年
十
月
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝　

幢　

院
㊞

　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　

六
か
寺　

社
人
に
続
く
法
蔵
寺（
日
蓮
宗
）・
薗
林
寺（
日
蓮
宗
）・
光
立
寺（
禅
宗
）・
寶
珠
院（
禅

宗
）・
淨
念
寺（
浄
土
宗
）・
常
願
寺（
一
向
宗
）の
六
か
寺
が
、
東
泉
院
領
内
に
所
在
し
た
寺
院
で

あ
る
。
東
泉
院
と
同
じ
真
言
宗
の
寺
院
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、一
向
宗
常
願
寺
に
は
、こ
れ
ま
で

の
寺
院
と
異
な
っ
て
妻
子
や
下
女
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
向
宗
＝
浄
土
真
宗
の
特
色
で
あ

る
。宗
祖
親
鸞
が
妻
帯
し
、子
供
を
も
う
け
た
よ
う
に
、そ
れ
が
人
間
本
来
の
姿
と
し
て
認
め
ら
れ
、

浄
土
真
宗
の
寺
院
に
お
い
て
は
、こ
の
よ
う
に
妻
子
や
下
女
の
記
載
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

東
泉
院
領
の
百
姓
は
こ
れ
ら
の
寺
院
の
檀
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
以
外
を
檀
家
と
す
る

百
姓
も
い
た
。
し
か
し
、
東
泉
院
は
そ
の
よ
う
な
領
内
外
の
百
姓
の
檀
家
寺
と
な
る
寺
院
で
は
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古
義
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
東
泉
院
は
、
そ
の
領
知
の
中
に
一
七
〇
〇
人

余
の
領
民
を
抱
え
て
い
な
が
ら
、
筆
者
の
見
る
限
り
、
一
人
の
百
姓
の
檀
家
寺
で
も
な
か
っ
た
よ

う
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
社
人
に
つ
い
て
は
、
ど
の
寺
院
の
寺
請
け
も
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な

の
で
あ
る
。
こ
の
社
人
の
葬
儀
（
神
葬
祭
か
否
か
）
に
つ
い
て
も
、
今
後
よ
り
明
確
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

　

山
伏　
〔
Ｃ
〕
の
最
後
の
行
に
、
山
伏
が
十
一
人
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る

富
士
山
村
山
口
と
東
泉
院
と
の
関
係
を
想
起
す
る
と
、
東
泉
院
領
に
お
け
る
十
一
人
と
い
う
ま
と

ま
っ
た
数
の
山
伏
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
「
東
泉
院
は
富
士
山
表
口
を
管
轄
す
る

富
士
山
興
法
寺（
村
山
修
験
）の
勢
力
に
連
な
っ
て
活
動
す
る
修
験
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」

と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
大
高
康
正
「
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
に
お
け
る
東
泉
院
支

配
の
推
移
」『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』
第
七
号
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
山
伏
が
、
江
戸
時
代
の
東
泉
院
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
た

の
か
は
、
い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
山
伏
は
、
ど
こ
か
に
集
住
し
て
い
た
の
か
、
別
々

〔表 1〕冨知六所浅間神社社人人口改
明治 2年 ８月

番号 社人名 家族 男 女

1 小糸平九郎（51） 4 2 2

2 小糸祥三郎（42） 9 3 6

3 川口祭十郎（24） 5 2 3

4 渡部粂七郎（53） 3 1 2

5 高 野 建 雄（43） 6 4 2

6 小 糸 億 平（55） 3 2 1

7 遠藤新三郎（23） 4 2 2

8 佐 野 静 喜（40） 5 4 1

9 勝 又 保 作（34） 5 3 2

合計 家数 9 軒（年齢） 44人 23人 21人

明治 2 年（1869）8 月「社人人口御改帳」より作成
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こ
の
史
料
も
、
先
の
【
史
料
2
】
の
雛
形
か
ら
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
宝
幢
院
の

特
色
は
、
門
前
の
百
姓
の
人
数
が
若
干
少
な
い
も
の
の
、
供
僧
が
九
人
と
、
東
泉
院
に
比
べ
て
多

人
数
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
の
記
載
か
ら
、
東
泉
院
書
上
の
終
わ
り
か
ら
三
行

目
の
「
子
歳
ゟ
書
記
」
と
い
う
の
は
、
享
保
六
丑
年
の
前
年
の
子
年
生
ま
れ
（
数
え
で
二
歳
）
の

子
供
か
ら
人
数
と
し
て
数
え
上
げ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
様
に
、
宝
幢
院
で
も
享
保
十
一
年
に
人
数
書
上
が
行
わ
れ
て
い
る
。

【
史
料
12
】

　
　
　
　

駿
河
国
冨
士
郡
大
宮
本
宮
浅
間
別
当
真
言
宗
宝
幢
院
午
五
月
改
人
別
書
之
覚

　
　
　

一
人
数
八
拾
四
人

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

僧
九
人　
　
　

但
、
住
寺
并
供
僧
弟
子
共
ニ 

拾
壱
歳
以
上

　
　
　
　

男
九
人　
　
　

但
、
侍
并
下
男
共
ニ 

　
　
　
　

拾
三
歳
以
上

　
　
　
　

男
三
拾
人　
　

但
、
門
前
并
御
朱
印
地
百
姓
共
ニ
、 

内
弐
人
下
男　

弐
歳
以
上

　
　
　
　

女
三
拾
六
人　

但
、
右
同
断
、
内
三
人
下
女 

三
歳
以
上

右
之
通
、
先
月
晦
日
迄
、
当
寺
并
供
僧
・
寺
領
門
前
百
姓
人
別
共
相
改
書
上
候
通
、
相
違

無
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
寺
紀
州
高
野
山
宝
性
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
州
冨
士
大
宮
本
宮
浅
間
別
当

　
　
　
　
　
　

享
保
十
一
年
午
六
月 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
幢
院　
印
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
判

　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
又
左
衛
門
殿

　

東
泉
院
も
宝
幢
院
も
、い
ず
れ
も
富
士
山
南
麓
に
所
在
し
、浅
間
神
社
の
別
当
寺
院
と
し
て
百
石

以
上
の
朱
印
領
を
有
す
る
、中
世
以
来
の
伝
統
と
格
式
を
あ
わ
せ
持
つ
寺
院
で
あ
る
。享
保
六
年
段

階
の
寺
内
や
門
前
の
人
数
は
、東
泉
院
は
寺
内
十
五
人
・
門
前
四
五
人
、宝
幢
院
は
寺
内
・
供
僧
合
わ

せ
て
十
八
人
・
門
前
二
六
人
で
、両
者
そ
れ
ほ
ど
か
わ
り
が
な
い
。し
か
し
、享
保
十
一
年
の
調
査
に

よ
っ
て
、
一
九
〇
石
余
の
朱
印
領
が
六
か
村
に
ま
た
が
っ
て
い
る
東
泉
院
領
に
は
一
七
五
二
人
と

い
う
大
人
数
の
人
々
が
暮
ら
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
領
主
と
し
て
東
泉
院
が
そ
の
上
に
君
臨
し
て

い
た
。
一
方
、大
宮
浅
間
神
社
と
い
う
大
社
の
別
当
寺
院
で
あ
っ
た
宝
幢
院
は
、一
二
二
石
（
寛
永

十
八
年
の
文
書
で
は
一
三
〇
石
余
）
と
い
う
寺
領
を
有
し
つ
つ
も
、駿
河
国
一
之
宮
で
あ
る
大
宮

浅
間
神
社
と
い
う
大
社
の
「
供
僧
」
と
し
て
、東
泉
院
よ
り
も
多
い
九
人
を
有
し
、残
り
の
男
女
六

六
名
の
う
ち
（
享
保
六
年
の
二
六
名
の
門
前
百
姓
の
人
数
が
享
保
十
一
年
も
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い

も
の
と
し
て
同
数
を
引
く
と
）寺
領
に
は
四
〇
名
ほ
ど
し
か
百
姓
が
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

宝
幢
院
は
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
富
士
登
山
に
あ
た
り
富
士
宮
で
の
休
憩
所
を
つ
と
め
る
な
ど
（
梶
山

沙
織
「
幕
末
異
人
の
富
士
登
山
」『
人
は
な
ぜ
富
士
山
頂
を
目
指
す
の
か
』
し
ず
お
か
の
文
化
新

書
1
、
二
〇
一
一
年
）、
駿
河
国
一
宮
で
あ
る
大
宮
浅
間
神
社
と
い
う
大
社
の
中
で
、
開
放
的
な

役
割
を
果
た
し
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
今
後
と
も
慎
重
に
他
の
史
料
か
ら
も

宝
幢
院
の
役
割
や
そ
の
領
知
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
時
点
で
は
、
享
保
十

一
年
段
階
で
、
一
七
五
二
人
の
東
泉
院
領
と
、
四
〇
名
前
後
の
宝
幢
院
領
の
百
姓
数
は
大
き
く
相

違
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

次
節
で
東
泉
院
の
戸
口
の
変
遷
を
見
た
あ
と
で
、
再
度
考
え
て
み
た
い
。

四
　
東
泉
院
領
の
人
口
動
向

　

こ
う
し
た
【
史
料
8
】
の
よ
う
な
形
式
の
人
数
書
上
は
、
こ
れ
以
降
も
六
年
ご
と
に
作
成
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
東
泉
院
文
書
の
中
に
、「
七
年
廻
り
人
数
改
証
文
」・「
七
ヶ
年
目
人
別
改
」

な
ど
と
で
て
い
る
の
が
こ
れ
で
、
七
年
目
ご
と
（
六
年
間
隔
）
に
め
ぐ
っ
て
く
る
人
別
改
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
戸
口
調
査
は
、
以
後
十
二
支
の
う
ち
子
年
と
午
年
に
固
定
さ
れ
て
継
続

さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、午
年
で
あ
る
享
保
十
一
年
か
ら
幕
末
の
最
後
の
子
年
で
あ
る
元
治
元
年（
一

八
六
四
）
ま
で
、
合
計
二
四
回
調
査
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
現
在
東

泉
院
文
書
中
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
享
保
十
七
年
な
ど
十
年
分
の
み
で
あ
る
〔
表
2
〕。
特
に
安

永
九
年
（
一
七
八
〇
）
以
降
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
迄
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の

五
四
年
間
の
デ
ー
タ
が
不
明
で
あ
り
、
こ
の
点
は
東
泉
院
領
全
体
の
動
向
を
考
え
る
上
で
痛
手
で

あ
る
。
今
後
も
史
料
の
捜
索
を
続
け
た
い
。

　

し
か
し
、（
現
時
点
で
判
明
す
る
限
り
の
デ
ー
タ
と
し
て
）
こ
の
表
を
見
る
と
、
ま
ず
「
Ａ
朱

印
領
内
戸
口
」
で
は
、
①
東
泉
院
領
一
九
〇
石
余
に
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
一
八
〇
〇
人
か
ら

一
一
〇
〇
人
程
の
相
当
多
数
の
領
民
が
存
在
し
た
。
②
そ
の
人
数
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
享
保
十

一
年
（
一
七
二
六
）
か
ら
幕
末
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
か
け
て
三
分
二
以
下
に
減
少
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
駿
河
国
全
体
の
人
口
動
向
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
増
加
傾
向
を
み
せ
て
い
る
こ
と

に
対
し
（
享
保
六
年
〔
一
七
二
一
〕
二
四
万
五
八
三
四
人
、
途
中
増
減
を
み
せ
つ
つ
、
弘
化
三
年

〔
一
八
四
六
〕
二
八
万
六
二
九
〇
人
、
速
水
融
『
国
勢
調
査
以
前
日
本
人
口
統
計
集
成
』）、
異
な
る

傾
向
を
み
せ
て
い
る
。
③
そ
の
理
由
は
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
が
、
東
泉
院
文
書
の
中

に
は
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
領
民
（
時
に
は
社
人
も
）
の
欠
落
（
出
奔
）
が
少
な
か
ら
ず
見
ら

れ
る
。
こ
れ
は
東
海
道
や
根
方
街
道
と
い
っ
た
交
通
の
要
衝
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
出
奔
」
と
い
う
非
合
法
の
手
段
で
な
く
と
も
、
奉
公
や
棒
手
振
り
・
行
商
の

よ
う
な
小
規
模
の
商
い
に
村
外
に
出
る
者
も
い
た
だ
ろ
う
。
④
そ
れ
は
、
表
中
の
「
作
馬
」
と
さ

れ
る
馬
の
数
と
も
関
連
す
る
。
馬
は
農
耕
に
使
用
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
駄
賃
稼
ぎ

と
し
て
街
道
を
往
来
す
る
人
や
荷
物
の
運
搬
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
江
戸
時
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代
後
期
に
な
る
に
し
た
が
い
、東
海
道
を
め
ぐ
る
交
通
量
は
増
加
し
、吉
原
宿
を
初
め
周
辺
の
村
々

に
は
助
郷
役
と
い
う
重
い
人
馬
の
負
担
が
の
し
か
か
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
泉
院
や
村
山
三

坊
の
朱
印
領
に
は
、
そ
の
助
郷
役
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
特
権
が
あ
っ
た
（
幕
末
の
最
後
ま
で
こ

の
特
権
が
守
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、少
な
く
と
も
天
保
七
年
〔
一
八
三
六
〕

十
月
ま
で
は
、
助
郷
役
の
村
々
の
中
に
中
野
村
・
一
色
村
な
ど
朱
印
領
村
々
の
名
前
は
見
え
な
い
、

『
吉
原
市
史
』
上
巻
、
八
一
七
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
は
、
駄
賃
稼
ぎ
に
と
っ
て
、
大
変
有
利
で
あ
っ
た
。

⑤
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
数
字
を
見
る
と
、
一
一
七
三
人
で
二
九
八
軒
で
あ
る
か
ら
、
一
軒

当
た
り
三
・
九
四
人
、
約
四
人
と
な
る
。
こ
れ
以
前
の
戸
数
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
例
え
ば

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
一
六
九
七
人
の
一
軒
当
た
り
の
家
族
数
を
五
人
と
す
る
と
三
三
九
軒
、

一
軒
当
た
り
の
家
族
数
を
四
人
と
す
る
と
四
二
四
軒
と
な
り
、
こ
の
こ
ろ
の
東
泉
院
領
に
は
確
実

に
三
百
軒
以
上
の
戸
数
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑥
一
方
、
男
女
数
を
比
べ
る
と
、
享
保
十
一

年
（
一
七
二
六
）
か
ら
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
ま
で
女
性
の
人
数
が
多
い
と
い
う
特
殊
な
状
態

で
あ
っ
た
が
、
安
永
九
年
以
降
は
男
性
数
が
女
性
数
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
（
安
政
五
年
〔
一
八

五
八
〕
の
み
例
外
）。
こ
う
し
た
男
女
の
構
成
比
を
左
右
す
る
理
由
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
目
を
「
Ｂ
東
泉
院
内
戸
口
」
に
転
ず
る
と
、
⑦
先
の
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
と
推

定
さ
れ
る
【
史
料
9
】
に
あ
っ
た
院
主
・
学
頭
と
五
人
の
供
僧
と
い
う
体
制
は
、（
供
僧
は
一
人

だ
け
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
僧
全
体
が
五
人
と
い
う
）
数
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
寺
中
の
快
玄
坊
・
泉
光
院
や
供
僧
が
江
戸
時
代
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
の
か
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
Ｃ
東
泉
院
朱
印
領
内
の
宗
教
者
」
に
つ
い
て
は
、
⑧
社
人
と
山
伏
の
数
の
変
化
が
対
照
的
で

あ
る
。
社
人
は
幕
末
に
は
九
人
と
若
干
減
少
す
る
が
、
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
、
十
数
人
で
ほ
と

ん
ど
変
動
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
山
伏
は
享
保
十
一
年
と
十
七
年
の
間
に
六
人
減
少
し
、
安
永

九
年
頃
に
三
人
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
は
二
人
と
な
っ
て
幕
末
を
む
か
え
て
い
る
。
社
人
も
山
伏

も
東
泉
院
に
か
か
わ
る
儀
礼
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
富
士
山
の

山
号
を
有
し
、
村
山
や
富
士
宮
の
浅
間
大
社
と
も
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
東
泉
院
に
と
っ
て
、
山

伏
の
人
数
の
減
少
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
朱
印
領
内
の
寺
院
の
変
化
と
し
て
は
、

法
蔵
寺
・
薗
林
寺
・
常
願
寺
を
の
ぞ
い
て
、
十
八
世
紀
末
以
降
無
住
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
朱
印
領

全
体
の
人
数
の
減
少
と
か
か
わ
る
の
か
、
周
辺
の
村
々
の
寺
院
の
動
向
と
も
比
較
し
つ
つ
、
考
え

て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
合
計
が
、「
Ｄ
総
計
」
と
な
る
。
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
Ｃ
の
社
人
の
数
は
当
主
の

み
で
、
安
永
九
年
に
二
通
り
の
デ
ー
タ
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
家
族
を
入
れ
る
と
数
十
人
前
後

の
誤
差
は
す
ぐ
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
時
代
の
統
計
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
戒
す

べ
き
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

〔表 2〕東泉院朱印領内の人々

年　代 A　朱印領内戸口 B　東泉院内戸口 C　東泉院朱印領内の宗教者 D

年号 西暦 家数 人数 男 女 作馬 僧 俗 寺中泉
光院僧

寺中快
玄坊僧

供僧仙
用寺僧 小以 社人男 山伏 法蔵寺

僧 園林寺 浄念寺 宝殊院 光立寺 常願寺 小以 総計

享保 6 1721 5 10 15

享保11 1726 1681 810 871 6 10 1 17 10 11 9 4 4 1 1 14 54 1752

享保17 1732 1694 839 855 7 10 1 18 11 5 8 2 1 1 1 3 32 1714

元文 3 1738 1697 844 853 5 10 1 16 12 5 8 2 1 2 3 3 36 1721

延享元 1744 1526 755 771 5 10 1 15 12 5 7 2 1 1 1 4 33 1575

宝暦 6 1756 1585 740 845 6 14 1 20 13 5 7 2 1 1 1 3 33 1585

安永 9 1780 1417 725 692 5 14 1 20 13 5 4 2 1 0 0 4 29 1466

安永 9 1780 1417 725 692 5 16 0 21 57 3 △22 82 1546

　

天保 5 1834 298 1173 609 564 87 5 12 1 0 1 ＊17 13 2 2 3 0 0 0 4 24 1216

弘化 3 1846 239 1037 529 508 94 5 12 1 0 1 19 13 2 4 1 0 0 0 5 25 1081

嘉永 5 1852 246 ＊1034 518 514 100 5 12 1 0 1 19 13 2 4 1 0 0 0 5 25 1078

安政 5 1858 265 1070 520 550 80 5 12 1 0 1 19 12 2 5 1 0 0 0 5 25 1114

元治元 1864 265 1055 537 518 70 5 10 1 0 1 17 9 2 4 2 0 0 0 4 21 1093

明治 2 1869 248 1090 556 518 88 9

＊は計算違い、△は他の寺院 3 か寺との合計、1780年は 2 通り残っている。享保 6 年・明治 2 年は判明するデータのみ記載。
　安永 9 年と天保 5 年の間の空欄は、54年間のデータの空白期間を示す。供僧は享保11年のみ不動院。
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伝
法
村
之
内

　

一
人
口
合
（
無
記
載
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
日
市
場

　
　
　
　

此
戸
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
弐
拾
弐
人　
　
　
　
　

今
泉
村
之
内

　

一
人
口
合
四
拾
弐
人
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
拾
人　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
田

　
　
　
　

此
戸
数
九
軒

　

都
合　

合

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

男

　
　
　
　

女

　
　
　
　

戸
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
拾
人

　

一
番
非
人
人
口
合
拾
八
人
内　
　
　
　
　
　
　
　

但
し
、
六
ヶ
村
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
八
人

　
　
　
　

此
戸
数
四
軒

　

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　

こ
れ
は
明
治
元
年
の
東
泉
院
領
の
年
貢
・
戸
口
な
ど
の
書
上
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
伝
法
村
三

日
市
場
分
の
記
載
が
な
い
の
で
、
別
の
デ
ー
タ
で
人
数
や
村
ご
と
の
石
高
を
補
う
と
、〔
表
3
〕

の
よ
う
に
な
る
。
先
ず
石
高
を
見
る
と
、
朱
印
領
の
石
高
（
慶
長
石
高
）
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇

四
）
以
降
江
戸
時
代
の
末
ま
で
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
石
高
は

約
三
倍
の
六
〇
〇
石
余
に
増
加
し
て
い
る
。
各
村
の
増
加
石
高
は
、
伝
法
村
三
日
市
場
・
今
泉
村

和
田
の
合
計
の
四
六
石
余
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
五
〇
石
を
越
え
、
最
大
の
一
色
村
で
は
一
三
〇

石
近
く
に
及
ん
で
い
る
。
一
色
村
は
慶
長
の
村
高
に
比
べ
る
と
、
十
倍
近
く
に
も
増
加
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
最
も
倍
率
の
小
さ
い
中
野
村
で
も
、
一
・
八
倍
と
ほ
ぼ
二
倍
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
近
世
初
頭
に
朱
印
領
が
六
か
村
に
ま
た
が
っ
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト

と
い
っ
て
よ
い
。
た
し
か
に
、
三
日
市
場
や
和
田
の
よ
う
に
、
千
石
や
三
千
石
を
越
え
る
よ
う
な

大
き
な
村
の
一
部
の
領
知
で
も
増
加
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、中
野
村
・
一
色
村
・
神
戸
村
・
今
宮

村
の
四
か
村
の
よ
う
に
、た
と
え
当
初
の
村
高
は
小
さ
く
て
も
、独
立
し
た
個
々
の
村
方
の
方
が
増

加
の
割
合
や
石
高
は
断
然
大
き
い
。
江
戸
時
代
二
六
〇
年
間
の
百
姓
達
の
努
力
に
よ
っ
て
、
耕
地

が
広
が
り
、収
穫
が
増
加
し
、村
の
戸
口
が
増
え
、さ
ら
に
耕
地
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

勿
論
、
領
主
で
あ
る
東
泉
院
も
、
た
だ
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
は
、
年
貢
収
入
は
増
え
な
い
。

百
姓
達
は
嫌
が
る
が
、
地
押
し
と
呼
ば
れ
る
検
地
を
繰
り
返
し
、
そ
の
増
加
分
を
石
高
（
朱
印
高

を
大
名
の
表
高
と
す
れ
ば
、
検
地
の
結
果
は
実
高
）
と
し
て
把
握
し
、
年
貢
の
な
か
に
繰
り
込
ん

で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
が
、
明
治
元
年
段
階
で
の
浅
間
神
領
高
六
〇
九
石
七
斗
四
升

お
わ
り
に

　

そ
れ
で
は
、
一
九
〇
石
余
の
東
泉
院
領
に
、
何
故
千
人
を
も
超
え
る
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
最
も
多
い
享
保
十
一
年
で
は
一
七
五
二
人
で
あ
っ
た
。
社
人
の
家
族
を
併
せ
れ
ば
、

一
八
〇
〇
人
に
も
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
の
は
、
簡
単
で
は
な
い
が
、
そ

の
理
由
の
一
つ
は
朱
印
領
の
石
高
に
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
明
治
元
年
の
史
料
を
掲
げ
る
。

【
史
料
13
】

　
　
　
　
　
　

駿
河
国
冨
士
郡
冨
士
神
社
六
所
浅
間
神
領

　

一
高
六
百
九
石
七
斗
四
升
四
合

　
　
　
　

現
米
拾
八
石
壱
斗
七
升
七
合
壱
夕　
　

正
米
納

　
　
　
　

同
百
弐
拾
八
石
八
斗
八
升
弐
合　
　
　

買　

納

　
　
　
　
　

代
永
七
百
九
拾
貫
四
百
九
拾
壱
文
八
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
治
元
子
年
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
元
辰
年
迄
五
ヶ
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
免
平
均
高
壱
石
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

免
壱
つ
八
分
九
厘
九
毛

　

一
諸
税
合

　
　
　
　

永
百
弐
拾
弐
貫
八
百
弐
拾
四
文
九
分
六
厘

　
　
　
　

銭
四
拾
四
貫
三
百
弐
拾
文　

但
し
、
元
治
元
子
年
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
元
辰
年
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
ヶ
年
平
均

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
四
拾
六
人

　

一
人
口
合
九
拾
七
人
内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
色
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
五
拾
壱
人

　
　
　
　

此
戸
数
弐
拾
五
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
百
拾
六
人

　

一
人
口
合
弐
百
四
拾
人
内　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
戸
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
百
弐
拾
四
人

　
　
　
　

此
戸
数
五
拾
三
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
百
七
人

　

一
人
口
合
弐
百
五
人
内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
宮
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
九
拾
八
人

　
　
　
　

此
戸
数
四
拾
弐
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
弐
百
三
拾
三
人

　

一
人
口
合
四
百
四
拾
四
人
内　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
百
拾
壱
人

　
　
　
　

此
戸
数
百
六
軒
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き
め
細
か
い
支
配
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
東
泉
院
に
よ
る
年
貢
収
納
の
実
際
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
か
ら
調
査
研
究
を
及
ぼ
す
必
要
が
お
お
い
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
一
色
村
の
村
高
の
増
加
を
、
東
泉
院
に
よ
る
文
化
四
年
（
一
八

〇
七
）
の
新
田
開
発
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
（「
一
色
村
」
の
項
、「
神
戸
村
」・「
今
宮
村
」

の
項
も
同
様
、
歴
史
地
名
大
系
22
『
静
岡
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
四
二
八
～
四
二
九
ペ
ー
ジ
）。

こ
れ
は
先
学
が
、
利
用
で
き
る
史
料
の
少
な
い
厳
し
い
条
件
の
中
、
大
変
苦
労
を
し
て
考
察
さ
れ

た
結
果
で
あ
り
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
東
泉
院
文
書
を
研
究
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ

た
我
々
は
、
さ
ら
に
調
査
研
究
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
現
時
点
で
筆
者
の
知
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
東
泉
院
領
で
は
、
慶
長
検
地
以
降
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
一
四
〇
石
四
升
二
合
、
延

宝
四
年
（
一
六
七
六
）
四
石
九
斗
九
升
六
合
、元
禄
七
年
（
一
六
九
三
）
十
一
石
四
斗
九
升
七
合
、

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
五
石
四
斗
八
升
七
合
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
二
四
石
四
斗
四
升
四

合
、
各
年
合
計
一
八
六
石
四
斗
六
升
六
合
に
も
の
ぼ
る
石
高
の
増
加
が
把
握
さ
れ
て
い
た
（
寛
保

元
年
〔
一
七
四
一
〕「
村
々
慶
長
元
高
并
寛
文
以
後
改
高
之
覚
」）。
こ
れ
に
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）

の
朱
印
高
（
実
際
は
一
九
二
石
一
斗
九
升
の
う
ち
、
有
高
は
四
石
一
斗
一
升
一
合
が
不
足
し
て
い

た
の
で
、
一
八
八
石
七
升
九
合
）
を
足
す
と
、
三
七
四
石
五
斗
四
升
五
合
と
な
る
。【
史
料
8
】

の
人
口
調
査
の
際
、
東
泉
院
朱
印
領
の
実
際
の
石
高
は
慶
長
九
年
の
約
二
倍
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
以
降
も
東
泉
院
に
よ
る
朱
印
領
の
石
高
把
握
は
続
く
。
東
泉
院
文
書
の
中
で
は
元
文

六
年
（
一
七
四
一
）
の
地
押
し
（
検
地
）
が
、
特
に
多
く
の
関
連
史
料
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
が
明
治
初
年
の
六
〇
九
石
七
斗
四
升
四
合
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
東
泉
院
朱
印
領
内
の
石
高
の
増
加
が
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
で
の
領

内
戸
口
一
七
五
二
人
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

勿
論
、
前
近
代
社
会
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
は
、
自
然
災
害
や
農
業
技
術
の
進
歩
、
交
通
や
風

土
な
ど
地
理
的
環
境
、
領
主
の
政
策
と
地
域
の
経
済
発
展
な
ど
多
様
な
要
素
を
検
討
し
て
み
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
石
高
の
増
加
と
い
う
一
点
の
み
か
ら
の
分
析
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
同
じ
富
士
郡
の
別
当
寺
院
で
あ
る
宝
幢
院
（
大
宮
浅
間
神
社
別
当
）
領
の
場
合
は

ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
宝
幢
院
は
室
町
幕
府
六
代
将
軍
義
教
以
来
の
文
書
を
有
す
る
古
刹
で
あ

る
。
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
の
朱
印
状
に
よ
れ
ば
、
そ
の
一
三
六
石
余
の
朱
印
領
は
、
大
宮

郷
（
九
九
石
余
）・
阿
幸
地
村
（
二
二
石
余
）・
源
道
寺
村
（
十
四
石
余
）
の
三
か
村
に
ま
た
が
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
村
は
富
士
浅
間
社
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
）
及
び
そ
の
公
文
・
案
主
と
相
給
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
八
月
九
日
の
「（
幕
府
裁
許
状
）
覚
」
に
よ
れ
ば
、
大

宮
浅
間
大
社
の
大
宮
司
と
別
当
宝
幢
院
と
は
「
可
為
牛
角
之
職
分
事
」
と
規
定
さ
れ
、
社
中
の
仕

置
は
善
悪
大
小
に
よ
ら
ず
、
す
べ
て
大
宮
司
・
宝
幢
院
・
公
文
・
案
主
の
四
役
が
列
座
対
談
の
上

沙
汰
を
す
る
よ
う
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
（『
静
岡
県
史
料
』
第
二
輯
、
二
四
一
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
よ

う
に
宝
幢
院
領
は
各
朱
印
領
村
々
が
複
数
領
主
に
よ
る
複
雑
な
支
配
の
も
と
に
あ
り
、
村
方
の
側

も
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
耕
地
の
開
発
を
行
う
こ
と
は
、
東
泉
院
領
に
比
べ
て
難
し
い
要
素
が
あ
っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
宝
幢
院
領
の
戸
口
に
つ
い
て
は
、
現
在
判
明
し
て
い
る
の
は
享
保
期
の

デ
ー
タ
の
み
で
あ
り
、
今
後
そ
れ
以
降
の
動
向
を
比
べ
る
必
要
が
大
い
に
あ
る
。

　

宝
幢
院
と
東
泉
院
は
、
富
士
郡
の
浅
間
神
社
の
別
当
と
い
う
同
じ
立
場
で
あ
り
、
享
保
期
の
人

別
調
査
の
宝
幢
院
の
史
料
が
東
泉
院
文
書
の
中
に
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
互
い
に
情
報
交
換
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
も
同
じ
古
義
真
言
宗
の
寺
院
と
し
て
、
互
い
の
葬
儀
の
際
、
葬

列
に
加
わ
る
役
割
を
担
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
現
時
点
で
確
認
で
き
た
の
は
幕
末
の
一
事
例
だ
け
で

あ
り
、今
後
他
の
時
期
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
）。こ
の
二
つ
の
別
当
寺
院
を
比
較
す
る
こ
と
も
、

東
泉
院
を
研
究
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
六
所
家
総
合
調
査
委
員
・
東
京
都
立
航
空
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
）

四
合
な
の
で
あ
る
。
筆
者
の
知
る
あ
る

寺
領
の
村
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
一

度
検
地
を
行
っ
た
き
り
で
、
そ
れ
以
後

一
度
も
本
格
的
な
検
地
の
実
施
さ
れ
な

い
場
合
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
幕

領
な
ど
で
は
、江
戸
時
代
初
頭
の
天
正
・

文
禄
・
慶
長
期
に
一
度
、
江
戸
時
代
前

期
の
寛
文
・
延
宝
期
頃
に
一
度
、
こ
の

二
回
だ
け
本
格
的
な
検
地
を
行
い
、
あ

と
は
随
時
小
規
模
な
新
田
検
地
で
増
加

分
の
み
を
で
き
る
だ
け
把
握
す
る
と
い

う
や
り
方
の
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
江

戸
か
ら
離
れ
た
幕
領
を
、
代
官
所
の
ご

く
小
規
模
の
人
員
で
支
配
す
る
こ
と
が

多
く
、
な
か
な
か
本
格
的
な
検
地
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
実
状
で
あ
ろ

う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
朱
印
領
の
村
方
近

く
に
居
住
し
て
い
る
東
泉
院
は
、
領
知

の
把
握
に
つ
い
て
は
、
武
力
こ
そ
持
た

な
い
も
の
の
、
中
世
の
在
地
領
主
並
に

〔表 3〕　東泉院領の石高増加

東泉院朱印領村高の増加（石） 戸数・人数（明治元年〔1868〕）

番号 村名 慶長石高 明治石高 増加石高 倍率 戸数 人数 男 女

1 中野村 96.132　 173.183 77.051 1.8　 106 444 233 211

2 一色村 14.787　 143.224 128.437 9.7　 25 97 46 51

3 神戸村 18.770　 75.968 57.198 4.0　 53 240 116 124

4 今宮村 18.041　 126.339 108.298 7.0　 42 205 107 98

5 伝法村
（三日市場） 30.000　 ＊91.03 ＊46.57 ＊2.0　　12 57 30 27

6 善徳寺村
（今泉村〔和田〕） 14.460　 9 42 22 20

合　計 192.190　609.744 417.554 3.2倍 247戸 1085人 554人 531人

＊ は伝法村（三日市場）と今泉村（和田）の合計、明治石高と戸数・人数は明治元年（1868）
の数字、伝法村（三日市場）の戸数・人数のみ明治 2 年の数字
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護
持
院
隆
光
と
月
輪
院
精
海

大
高　

康
正　

　

東
泉
院
歴
代
住
持
の
中
で
、
第
十
代
に
数
え
ら
れ
て
い
る
精
し
ょ
う

海か
い

の
事
跡
に
つ
い
て
、「
東

泉
院
代
々
住
持
帳
」（
六
所
家
旧
蔵
資
料
）
に
大
和
国
添
上
郡
五
条
村
の
出
身
、
宝
永
元

年
（
一
七
〇
四
）
十
二
月
七
日
に
東
泉
院
に
入
寺
し
住
持
を
六
年
つ
と
め
、宝
永
六
年
（
一

七
〇
九
）
十
月
十
三
日
に
五
十
八
歳
で
死
去
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
精
海
が
亡
く
な
っ
た
場
所
は
、
何
故
か
長
崎
県
長
崎
市
で
あ
り
、
そ
の
時
刻
が
未

刻
（
午
後
一
～
三
時
頃
）
だ
っ
た
と
も
伝
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
「
東
泉
院
代
々

住
持
帳
」
で
は
、
精
海
の
長
崎
行
は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
「
成
満
院
隆
光
前
大
僧

正
」
を
頼
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
次
の
第
十
一
代
光
盛
が

ま
と
め
た
「
東
泉
院
代
々
記
録
」（
六
所
家
旧
蔵
資
料
）
の
精
海
に
関
す
る
項
目
で
は
、

さ
ら
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

精
海
は
宝
永
四
年
三
月
に
江
戸
へ
参
府
の
際
、
成
満
院
隆
光
大
僧
正
を
頼
っ
て
お
り
、

そ
し
て
同
年
四
月
上
旬
に
長
崎
の
大
徳
寺
を
訪
れ
る
。
精
海
は
隆
光
を
通
じ
て
、
幕
府
か

ら
大
徳
寺
建
立
の
た
め
同
地
に
御
朱
印
領
を
新
た
に
寄
附
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で

の
境
内
が
狭
小
の
た
め
寺
地
も
所
替
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
長

崎
の
大
徳
寺
に
居
続
け
て
い
た
よ
う
で
、
結
局
同
五
年
十
二
月
中
旬
に
発
病
し
、
翌
年
十

月
十
三
日
に
死
去
す
る
。
そ
の
時
刻
は
「
未
上
刻
」（
午
後
一
時
頃
）
で
、
長
崎
の
延
命

寺
の
寛
雄
が
引
導
を
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

実
は
精
海
が
東
泉
院
を
離
れ
長
崎
の
大
徳
寺
へ
行
っ
て
い
る
間
は
、
東
泉
院
で
は
様
々

な
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
た
。
宝
永
四
年
十
月
四
・
五
日
は
大
地
震
が
起
こ
り
、
東
泉
院

で
も
堂
舎
が
破
損
を
被
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
同
年
十
一
月
二
十
三
日
に
は
富
士
山
が
噴
火

し
て
い
る
。
東
泉
院
は
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
、
富
士
山
村
山
興
法
寺
と
と
も
に
幕
府
か

ら
富
士
山
鎮
火
の
祈き

禱と
う

を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
五
年
十
二
月
十
四
日
に
は
吉
原
の
町
で

火
事
が
あ
り
、
境
内
の
子
安
地
蔵
堂
門
前
ま
で
類
焼
す
る
程
の
規
模
の
火
災
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
同
六
年
一
月
十
日
に
は
将
軍
徳
川
綱
吉
が
死
去
し
て
お
り
、
そ
の
法
事
に
お
け

る
納
経
拝
礼
、
さ
ら
に
将
軍
代
替
わ
り
の
継
目
朱
印
状
の
発
給
、
御
礼
も
つ
と
め
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
非
常
に
慌
た
だ
し
い
中
で
住
持
の
精
海
は
東
泉
院
を
不
在
、
ま
た
は

病
気
に
て
長
崎
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
間
の
東
泉
院
は
、
次
の
住
持
に
な
る
光
盛
が
代
役
を
つ
と
め
あ
げ
た
こ
と
で
乗
り
切
っ

て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
何
故
、
精
海
は
長
崎
の
大
徳
寺
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
そ
し
て
彼
を
長
崎
へ
と
導
い
た
成
満
院
隆
光
と
精
海
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
繋

が
り
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

精
海
が
東
泉
院
に
入
寺
し
た
時
期
は
、
宝
永
元
年
十
二
月
と
あ
る
。
そ
の
時
既
に
彼
は

五
十
三
歳
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
歴
代
住
持
帳
に
お
け
る
入
寺
の
時
期
は
、
あ
く

ま
で
も
住
持
と
し
て
入
寺
し
た
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
よ
り
既
に
東
泉
院
内
に
い
た

と
い
う
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
精
海
の
場
合
は
ど
う
や
ら
入
寺
の
時
期

以
前
に
東
泉
院
に
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
以
前
の
精
海
の
経
歴

は
ど
の
よ
う
に
た
ど
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
は
ま
ず
「
東
泉
院
代
々
記
録
」
の
精
海
項
に
注
目
す
べ
き
記
載
が
あ
る
。
関
連

部
分
の
写
真
を
掲
載
す
る
〔
写
真
1
〕。

〔写真 1〕「東泉院代々記録」精海項の冒頭部分
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精
海
は
「
色
衣
二
色
」（
香
色
・
浅
黄
色
）
の
法
衣
を
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
護
持
院
前
大
僧
正
隆
光
の
役
者
（
奉
行
と
し
て
住
持
を
支
え
る
役
僧
）
月
輪
院
が

着
す
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
月
輪
院
が
「
当
院
移
転
」
の
際
に
そ
の
ま
ま
着
す

こ
と
を
免
許
さ
れ
た
、
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
精
海
は
、
も
と
は
護
持
院
隆
光
の
役

者
月
輪
院
で
あ
っ
て
、
月
輪
院
か
ら
東
泉
院
に
移
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
護
持

院
に
つ
い
て
も
、
常
憲
院
（
徳
川
綱
吉
）
の
取
り
立
て
に
よ
っ
て
大
寺
と
な
っ
て
、
将
軍

家
代
々
の
御
祈
願
所
に
指
定
さ
れ
た
と
も
あ
る
。
こ
の
護
持
院
の
隆
光
が
隠
居
後
に
成
満

院
と
号
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

護
持
院
隆
光
は
、徳
川
綱
吉
に
生
類
憐
み
の
令
発
布
を
勧
め
た
人
物
と
さ
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
こ
の
説
は
否
定
的
に
な
っ
て
お
り
、
彼
の
事
跡
は
本
人
が
残
し
た
日
記
で
貞
享
三

年
（
一
六
八
六
）
か
ら
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
間
は
追
う
こ
と
が
で
き
る
（
史
料
纂

集
『
隆
光
僧
正
日
記
』
第
一
・
二
・
三
、
続
群
書
類
聚
完
成
会
、
一
九
六
九
・
七
〇
年
）。

　

隆
光
の
経
歴
を
整
理
す
る
と
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
二
月
八
日
に
大
和
国
で
生
ま

れ
、
長
谷
寺
・
唐
招
提
寺
、
醍
醐
寺
な
ど
で
修
行
を
し
、
貞
享
三
年
に
徳
川
綱
吉
の
命
で

将
軍
家
の
祈
願
寺
で
あ
る
筑
波
山
知
足
院
の
住
持
と
な
る
。
そ
の
後
綱
吉
の
庇
護
に
よ
り

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
は
知
足
院
を
江
戸
神
田
橋
外
に
移
し
、
元
禄
八
年
（
一
六
九

五
）
に
は
知
足
院
を
護
持
院
と
改
め
自
ら
は
大
僧
正
に
な
る
。
宝
永
四
年
に
は
成
満
院
を

創
建
す
る
が
、
宝
永
六
年
の
綱
吉
死
去
後
に
庇
護
者
を
失
い
、
大
和
国
へ
帰
郷
し
、
享
保

九
年
（
一
七
二
四
）
六
月
七
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
隆
光
が
神
田
橋
外
に
境
内
を
構
え
た
護
持
院
に
は
、
日
輪
院
と
月
輪
院
と
い
う

役
者
が
い
た
。
護
持
院
の
表
門
側
に
日
輪
院
、
裏
門
側
に
月
輪
院
が
位
置
し
て
い
る
。
こ

の
両
役
者
が
護
持
院
に
お
い
て
つ
と
め
て
い
た
際
の
公
用
日
記
も
存
在
し
て
お
り
、
特
に

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
護
持
院
が
大
塚
に
移
動
す
る
ま
で
の
神
田
橋
外
に
存
在
し
た

期
間
に
つ
い
て
は
、
近
年
活
字
翻
刻
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
る
（
史
料
纂
集
『
神
田
橋
護
持

院
日
記
』、
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。

　

こ
の
公
用
日
記
の
記
主
と
し
て
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
の
「
万
覚
」
は
月
輪
院

時
代
の
精
海
が
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
精
海
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
正

月
の
時
点
で
は
護
持
院
寺
中
の
大
聖
院
住
持
を
つ
と
め
て
お
り
、
同
九
年
十
月
に
は
月
輪

院
精
海
と
し
て
確
認
で
き
る
。
ま
た
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
「
護
持
院
役
者
手
鑑
」

の
表
紙
裏
に
、
精
海
の
次
に
月
輪
院
を
継
い
だ
隆
元
が
「
宝
永
元
年
申
年
極
月
、
先
住
精

海
駿
州
吉
原
東
泉
院
江
移
、
拙
僧
当
院
寿
命
院
よ
り
移
住
、
極
月
廿
四
日
」
と
記
し
て
お

り
、
宝
永
元
年
十
二
月
に
精
海
が
東
泉
院
へ
と
移
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
（
坂
本

正
仁
「
解
題
」
参
照
、『
神
田
橋
護
持
院
日
記
』）。

　

六
所
家
旧
蔵
資
料
に
も
、
月
輪
院
精
海
宛
て
の
文
書
が
残
っ
て
い
る
〔
写
真
2
・
3
〕。

〔写真 2〕護持院隆光色衣免許状（香色）
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〔
写
真
2
〕
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
十
二
月
廿
九
日
付
で
、
月
輪
院
精
海
法
印
が
香

衣
の
色
衣
、〔
写
真
3
〕
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
十
一
月
三
日
付
で
浅
黄
色
の
色
衣

を
着
す
こ
と
を
免
許
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
精
海
が
護
持
院
寺
中
の
大
聖
院
か
ら
月
輪
院

へ
と
移
っ
た
時
期
は
、〔
写
真
2
〕
の
史
料
か
ら
元
禄
八
年
十
二
月
廿
九
日
以
前
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
こ
の
免
許
時
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
そ
れ
で
は
免
許
を
行
っ

て
い
る
花
押
を
据
え
た
人
物
は
誰
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
色
衣
許
可
は
僧
録
が
日
下
に

花
押
の
み
を
据
え
る
堅た
て

紙が
み

の
免
状
で
行
わ
れ
、
料
紙
は
壇だ

ん

紙し

が
用
い
ら
れ
た
。
護
持
院
隆

光
は
真
言
宗
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
僧
録
の
役
職
を
徳
川
綱
吉
よ
り
与
え
ら
れ
、
新
義
真

言
宗
僧
侶
の
色
衣
許
可
に
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
色
衣
許
可
は
僧
録
が
将
軍
に
伺

い
、
将
軍
が
こ
れ
を
承
認
す
る
形
式
を
と
り
、
免
状
の
「
奉
窺
」「
被
仰
出
候
」
と
あ
る

主
体
は
将
軍
家
に
な
る
（
坂
本
正
仁
「
解
題
」
参
照
、『
神
田
橋
護
持
院
日
記
』）。

　

隆
光
は
元
禄
八
年
九
月
十
八
日
に
知
足
院
を
護
持
院
へ
と
院
家
寺
号
を
改
め
た
際
に
、

新
義
真
言
宗
の
僧
録
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、〔
写
真
2
〕
同
年
十
二
月
廿
九
日
付
の

こ
の
史
料
は
、
護
持
院
隆
光
が
月
輪
院
精
海
に
色
衣
を
免
許
し
た
史
料
と
解
釈
で
き
る
。

花
押
を
据
え
た
人
物
も
、
も
ち
ろ
ん
護
持
院
隆
光
で
あ
る
。〔
写
真
3
〕
の
史
料
も
同
様

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
『
隆
光
僧
正
日
記
』、『
神
田
橋
護
持
院
日
記
』
と
い
っ
た
精
海
の
月
輪
院
在

住
時
代
、
そ
の
後
の
東
泉
院
在
住
時
代
を
追
え
る
史
料
か
ら
、
彼
の
動
向
を
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
『
隆
光
僧
正
日
記
』
を
見
て
い
く
と
、精
海
が
東
泉
院
に
入
寺
す
る
宝
永
元
年
（
一

七
〇
四
）
十
二
月
七
日
以
前
、
精
海
は
月
輪
院
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
で
、
役
者
を
つ

と
め
た
月
輪
院
の
名
は
、
月
輪
院
、
役
者
、
両
役
者
（
日
輪
院
と
共
に
）
な
ど
と
し
て
記

事
の
中
に
登
場
し
て
い
る
。
但
し
、
彼
が
東
泉
院
に
移
っ
た
経
緯
や
出
来
事
そ
の
も
の
に

つ
い
て
、
隆
光
は
記
事
の
中
で
特
に
触
れ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
宝
永
二
年
正
月
廿

五
日
条
に
将
軍
徳
川
綱
吉
が
護
持
院
へ
御
成
り
を
し
、
そ
の
際
に
隆
光
が
無
量
寿
儀
軌
の

講
釈
を
行
っ
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
講
釈
を
聴
聞
し
た
「
出
家
中
」
の
中
に
「
駿
州
東
泉

院
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、前
年
末
に
東
泉
院
へ
移
っ
た
ば
か
り
の
精
海
の
姿
を
確
認
す
る
。

　

さ
ら
に
同
四
年
四
月
十
九
日
条
に
「
長
崎
大
徳
寺
屋
敷
拝
領
之
願
書
、
三
宅
備
前
殿
へ

護
持
院
よ
り
被
差
出
、
月
輪
院
持
参
由
」
と
あ
り
、
隆
光
が
長
崎
大
徳
寺
の
屋
敷
拝
領
願

書
を
寺
社
奉
行
の
三
宅
備
前
守
康
雄
に
申
請
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
に
登

場
す
る
月
輪
院
は
、
精
海
の
跡
を
継
い
だ
隆
元
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
同
年
五
月
十
一
日
条
で
は
「
於
三
宅
備
前
守
殿
ニ
護
持
院
・
大
徳
寺
預
り
地
天

神
山
、
護
持
院
願
之
通
大
徳
寺
へ
被
下
置
候
之
旨
、
以
書
付
被
申
渡
也
、
兼
而
愚
衲
松
平

〔写真 3〕護持院隆光色衣免許状（浅黄色）
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右
京
殿
へ
具
ニ
申
入
置
、
其
上
ニ
護
持
院
へ
書
付
相
渡
、
寺
社
奉
行
へ
為
願
候
也
、
今
日

大
徳
寺
茂
被
召
出
、
被
仰
渡
候
様
ニ
、
是
又
右
京
殿
へ
申
入
置
也
」
と
あ
る
。
寺
社
奉
行

の
三
宅
康
雄
よ
り
、
大
徳
寺
の
預
り
地
で
あ
っ
た
長
崎
の
天
神
山
が
大
徳
寺
に
正
式
に
与

え
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
護
持
院
隆
光
は
、
将
軍
綱
吉
の
側
用
人
を
つ
と
め
た
松
平
右

京
大
夫
輝
貞
を
通
し
て
綱
吉
の
許
可
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
大
徳

寺
と
は
、
既
に
東
泉
院
と
大
徳
寺
を
兼
帯
し
た
精
海
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
続
く
同
年
九
月
十
五
日
条
で
は
「
今
日
、
長
崎
大
徳
寺
御
朱
印
拝
領
之
御
礼

申
上
」
と
あ
り
、
大
徳
寺
に
幕
府
か
ら
朱
印
領
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
同
年
十
一
月
廿
三
日
に
富
士
山
が
噴
火
を
す
る
が
、
十
一
月
廿
五
日
条
に
「
駿

刕
吉
原
よ
り
注
進
之
書
付
来
ル
、
其
趣
者
廿
二
日
八
ツ
時
よ
り
廿
三
日
朝
五
つ
時
迄
、
地

震
三
十
度
程
有
之
、
去
月
四
日
地
震
ニ
ツ
ブ
レ

残
り
候
家
大
方

候
、
廿
二
日
七
つ
時
よ
り
冨

士
山
黒
雲
巻
上
り
、
鳴
動
度
々
有
之
候
、
夜
ニ
入
候
而
火
焔
見
江
候
、
廿
三
日
之
朝
も
弥

不
相
替
炎
上
申
之
由
」
と
あ
り
、
東
泉
院
か
ら
護
持
院
へ
噴
火
の
様
子
を
逐
一
伝
え
た
書

状
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
護
持
院
で
は
こ
れ
を
受
け
、
廿
六
日
条
で
徹
善

と
い
う
人
物
を
現
地
へ
見
廻
り
に
送
っ
て
い
る
。
そ
し
て
十
二
月
朔
日
条
で
「
駿
刕
東
泉

院
江
遣
候
徹
善
今
日
罷
帰
ル
、
院
内
無
別
条
之
旨
申
来
ル
」
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。

　

翌
宝
永
五
年
三
月
七
日
条
で
は「
今
日
長
崎
奉
行
佐
久
間
安
芸
殿
大
徳
寺
屋
敷
替
之
願
、

秋
元
但
馬
殿
へ
被
申
上
也
」
と
あ
り
、
大
徳
寺
の
屋
敷
替
願
書
が
長
崎
奉
行
の
佐
久
間
安

芸
守
信
就
か
ら
老
中
の
秋
元
但
馬
守
喬
知
へ
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
前
に
大
徳
寺

の
屋
敷
替
願
い
を
隆
光
が
関
わ
り
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
願
書
は
同
九
・
十

日
条
で
側
用
人
の
松
平
輝
貞
へ
と
差
し
出
さ
れ
、
将
軍
綱
吉
の
決
裁
を
仰
い
で
い
る
。
そ

し
て
替
地
の
件
は
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

続
い
て
『
神
田
橋
護
持
院
日
記
』
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
精
海
自
身
が
記

し
て
い
る
元
禄
十
五
年
の
「
万
覚
」
の
後
は
、
公
用
日
記
は
宝
永
二
年
か
ら
始
ま
っ
て
お

り
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
十
月
三
日
条
で
「
長
崎
大
徳
寺
願
付
」
に
つ
い
て
、
長
崎

奉
行
の
永
井
讃
岐
守
直
充
の
も
と
へ
、
護
持
院
か
ら
日
輪
院
厳
蔵
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
こ
の
日
記
は
残
念
な
が
ら
宝
永
四
年
の
記
事
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

宝
永
五
年
三
月
廿
四
条
に
、
長
崎
大
徳
寺
の
境
内
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
願
通
」
に

替
地
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
翌
日
に
大
徳
寺
、
護
持

院
そ
れ
ぞ
れ
寺
社
奉
行
所
へ
御
礼
に
ま
わ
っ
て
い
る
。

　

精
海
と
大
徳
寺
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、「
東
泉
院
代
々
記
録
」
で
光
盛
は
宝
永
四
年
の

出
来
事
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
精
海
が
大
徳
寺
建
立
の
た
め
長
崎
へ
行
っ

た
時
期
が
宝
永
四
年
四
月
頃
、大
徳
寺
に
天
神
山
の
地
が
与
え
ら
れ
た
の
が
同
四
年
五
月
、

御
朱
印
が
与
え
ら
れ
た
時
期
が
同
四
年
九
月
、
境
内
に
新
た
に
替
地
が
与
え
ら
れ
た
の
が

翌
五
年
三
月
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
『
隆
光
僧
正
日
記
』、『
神
田
橋
護
持
院
日
記
』
と
も
に
精
海
の
死
去
に
つ
い
て
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
が
、
両
書
に
登
場
す
る
大
徳
寺
と
い
う
人
物
は
精
海
を
指
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
精
海
は
自
身
の
長
崎
行
き
の
際
、
東
泉
院
を
譲
与
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
し
て
い
な
い
。
彼
は
後
に
光
盛
（
勧
栄
坊
）
に
住
持
を
譲
る
こ
と

に
な
る
が
、
遺
状
を
二
通
残
し
て
い
る
〔
写
真
4
・
5
〕（
六
所
家
旧
蔵
資
料
）。
一
点
は

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
三
月
廿
九
日
付
、
も
う
一
点
は
同
六
年
（
一
七
〇
九
）
三
月
五

日
付
で
あ
る
。
宝
永
四
年
の
も
の
は
彼
が
長
崎
へ
と
立
つ
前
に
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

遣
状
は
自
身
の
身
辺
に
何
か
あ
っ
た
際
に
備
え
て
お
い
た
も
の
で
、
こ
の
時
点
で
開
封
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
長
崎
行
き
の
際
に
光
盛
に
東
泉
院
が
譲
ら
れ
て
い
た
訳

で
は
な
い
。
宝
永
六
年
の
も
の
は
彼
が
体
調
を
崩
し
て
い
る
中
で
再
度
、
記
し
た
も
の
で

あ
り
、
死
去
す
る
十
月
十
三
日
ま
で
の
間
に
開
封
さ
れ
、
光
盛
へ
の
東
泉
院
譲
与
が
確
認

さ
れ
て
い
た
の
か
、
死
後
に
開
封
さ
れ
譲
与
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

精
海
か
ら
光
盛
へ
の
譲
与
に
つ
い
て
は
、「
東
泉
院
代
々
住
持
帳
」
に
「
宝
永
六
庚
寅

十
一
月
、精
海
存
命
之
内
遺
状
を
以
譲
与
」
と
あ
り
（
但
し
、宝
永
六
年
の
干
支
は
己
丑
）、

「
東
泉
院
代
々
記
録
」
で
は
光
盛
自
身
が
、「
当
院
住
持
職
之
儀
、
従
精
海
存
命
之
内
遺
状

隠
居
圓
成
江
被
預
置
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
精
海
の
生
前
の
段
階
で
光
盛
に
譲
与
が

行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
精
海
は
遺
状
を
隠
居
し
て
い
た
東
泉
院
第
九
代
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の
圓
成
に
預
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
預
け
た
遺
状
が
宝
永
四
年
の
も
の
か
、
宝
永
六

年
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
両
方
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
譲
与
の
時
期
も
宝
永
六
年

三
月
五
日
以
前
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
同
年
三
月
五
日
頃
な
の
か
、
は
た
ま
た
同
年
十

月
三
日
の
死
去
に
近
い
時
期
に
な
る
の
か
、
様
々
な
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
精
海
は
宝
永
六
年
の
遺
状
で
「
東
泉
院
兼
大
徳
寺　

精
海
（
花
押
）」
と
署
名
し

て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
大
徳
寺
住
持
の
立
場
を
得
て
、
長
崎
へ
行
っ
て
い
た
も
の
と
判
断

で
き
よ
う
。
精
海
は
東
泉
院
住
持
を
光
盛
に
譲
与
し
て
い
る
が
、
大
徳
寺
住
持
に
つ
い
て

は
譲
与
せ
ず
、
そ
の
後
も
東
泉
院
か
ら
大
徳
寺
に
関
わ
る
者
は
出
て
い
な
い
。
精
海
は
自

ら
が
兼
帯
し
た
東
泉
院
・
大
徳
寺
を
そ
れ
ぞ
れ
別
途
譲
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

〔
写
真
4
・
5
〕
の
精
海
の
花
押
と
〔
写
真
2
・
3
〕
の
隆
光
の
花
押
は
よ
く
似
て
お
り
、

精
海
は
隆
光
の
影
響
で
花
押
を
定
め
て
い
た
こ
と
も
み
て
と
れ
よ
う
。

（
静
岡
市
生
活
文
化
局
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
課
）

〔写真 4〕宝永 4年 3月29日付精海遺状

〔写真 5〕宝永 6年 3月 5日付精海遺状



【編集後記】

　富士市では、郷土の歴史・文化を解明する貴重な資料群である六所家旧蔵資料につい

て、総合調査委員会を組織し、市立博物館にて整理作業を行っています。こうした調査

の成果については、『六所家総合調査だより』（博物館等にて無料配布）をはじめとして

適宜発信をしていますが、既出号を含めた紙面全号を博物館HPよりPDFファイルにてダ

ウンロードすることもできます（http://museum.city.fuji.shizuoka.jp/hp/report/index.

html）。

　六所家は、富士市今泉八丁目に位置する旧家ですが、明治政府による神仏分離政策に

よって還俗するまでは、富
ふ

士
じ

山
さん

東
とう

泉
せん

院
いん

という寺院を営んでいました。東泉院は富士郡下
しも

方
かた

五
ご

社
しゃ

別当職を世襲するとともに、中野村・一色村・神戸村・今宮村と、伝法村と善得

寺村（今泉村）の一部における領主としての側面をもっています。

　下方五社とは、三日市場の富知六所浅間神社・原田の滝川神社・今宮の浅間神社・入

山瀬の浅間神社・今泉の日吉浅間神社の五つの神社を指しています。東泉院の歴代住持

は、中世後期に今川氏より下方五社の別当としての地位を与えられ、その由緒は江戸幕

府にも公認されており、年中行事や神領の管理・運営に中心的役割を果たしてきました。

　今回の『六所家総合調査だより』10号は、特集として平成24年 1 月 5 日㈭から 2 月26

日㈰にかけて開催予定の「富士山東泉院の秘宝―六所家総合調査速報展②―」準備のた

めの調査成果から、大高康正氏「富士山東泉院と六所家旧蔵資料の概要」をお届けしま

す。また、特別調査概報として菊池邦彦氏「富士山東泉院領に暮らす人々」、大高康正

氏「護持院隆光と月輪院精海」をお届けします。今後のさらなる調査の進展にどうぞご

期待ください。
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